
解
題

は
じ
め
に

本
稿
で
は
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」（
函
架

番
号
二
〇
五
・
二
九
二
（
1
）。
以
下
、「
長
老
記
録
」）
の
史
料
紹
介
を
行
う
。

「
長
老
記
録
」
は
、
肥
後
の
大
名
加
藤
清
正
の
従
軍
僧
で
あ
る
文
英
清
韓
が
来

翰
を
書
き
留
め
た
文
書
集
で
、
慶
長
二
年
（
万
暦
二
五
年
・
宣
祖
三
〇
年＝

一
五

九
七
）
正
月
か
ら
七
月
の
期
間
、
清
正
陣
営
に
宛
て
た
明
人
・
朝
鮮
人
発
給
文
書

等
二
十
四
点
（
一
点
は
文
書
包
紙
の
た
め
、
文
書
と
し
て
は
二
十
三
通
、
後
掲

【
表
一
】
参
照
）
の
写
し
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
『
史
料
綜
覧
』
の
い
く
つ
か
の
綱
文
の
典
拠
（
2
）と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

『
日
本
史
総
合
年
表
』（
第
三
版
）
で
も
典
拠
史
料
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
（
3
）。
そ

の
た
め
、
学
界
未
知
の
史
料
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
文
禄
の
役
・
慶
長
の

役
研
究
や
加
藤
清
正
研
究
（
4
）、
外
交
文
書
論
（
5
）な
ど
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
他
の
史
料
に
見
え
な
い
情
報
や
、
古
文
書
学
的
に
珍
し
い
文
書
も
含
ん
で
お

り
、
今
後
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
史
料
の
翻
刻
を
行
い
、
併
せ
て
訓
読
・
語
釈
の
私
案
を
提
示
す
る
こ

と
で
活
用
の
一
助
と
し
た
い
。
解
題
で
は
、「
長
老
記
録
」
の
諸
本
・
所
収
文
書

の
特
徴
を
概
観
し
て
史
料
的
性
格
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

一

作
成
者
に
つ
い
て

「
長
老
記
録
」
は
作
成
・
伝
来
に
関
す
る
奥
書
等
を
持
た
ず
、
表
題
と
内
容
に

よ
っ
て
作
成
者
が
文
英
清
韓
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
ず
清
韓
の
辞
書
的
な
説

明
を
紹
介
し
よ
う
。

文
英
清
韓

永
禄
一
一
（
一
五
六
八
）
―
元
和
七
・
三
・
二
五
（
一
六
二

一
・
五
・
一
六
）

史
料
紹
介

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」

吉

永

光

貴

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
七
号

二
〇
二
三
年
三
月
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江
戸
初
期
の
臨
済
宗
の
僧
。
自
ら
不
放
子
と
も
称
し
た
。
伊
勢
（
三
重
県
）

安
芸
郡
の
人
。
慈
雲
大
忍
（
一
説
に
文
叔
清
彦
）
の
法
を
嗣
ぎ
、
伊
勢
の
無

量
寿
寺
に
住
し
た
。
の
ち
加
藤
清
正
の
帰
依
を
受
け
て
九
州
に
下
向
し
、
文

禄
・
慶
長
の
役
に
随
侍
し
た
と
い
う
。
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
東
福
寺
の

第
二
二
七
世
と
な
り
、
同
九
年
に
は
南
禅
寺
（
世
代
不
明
）
に
昇
住
し
た
。

同
一
九
年
、
豊
臣
秀
頼
に
請
わ
れ
て
方
広
寺
の
鐘
銘
を
書
し
た
。
こ
れ
は
、

文
中
の
「
国
家
安
康
」
の
句
が
、
徳
川
家
康
の
文
字
を
分
け
た
と
し
て
徳
川

方
の
怒
り
を
買
い
、
大
坂
の
陣
、
そ
し
て
豊
臣
家
滅
亡
の
引
き
金
と
な
っ
た

も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
石
井
清
純
「
文
英
清
韓
」『
朝
日
日
本
歴
史
人
物
事
典
』
朝
日
新
聞
社
、
一

九
九
四
年
。
傍
線
は
引
用
者
。）

併
せ
て
、
主
な
先
行
研
究
を
紹
介
し
て
お
く
。
早
く
に
上
村
観
光
氏
が
略
歴
を

紹
介
さ
れ
て
お
り
（
6
）、
方
広
寺
鐘
銘
事
件
へ
の
関
心
か
ら
、
徳
富
猪
一
郎
氏
が
そ
の

事
跡
に
触
れ
て
い
る
（
7
）。
そ
の
後
、
一
九
五
五
年
刊
行
の
『
大
日
本
史
料
』
第
一
二

編
之
三
七
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
三
月
二
五
日
条
に
お
い
て
卒
伝
が
収
録
さ

れ
、
事
跡
に
関
す
る
史
料
が
一
覧
し
や
す
く
な
っ
た
。

そ
の
後
の
研
究
で
は
、
当
該
期
の
五
山
の
分
析
を
試
み
た
斎
藤
夏
来
氏
（
8
）、
方
広

寺
鐘
銘
事
件
に
関
す
る
加
藤
正
俊
氏
（
9
）・
笠
谷
和
比
古
氏
（
10
）、
文
学
方
面
か
ら
の
堀
川

貴
司
氏
（
11
）・
長
坂
成
行
氏
（
12
）・
山
本
佐
和
子
氏
（
13
）、
清
韓
が
活
動
し
た
伊
勢
国
安
濃
津
の

寺
院
に
関
す
る
太
田
光
俊
氏
（
14
）、
菊
池
為
邦
の
画
像
賛
の
分
析
を
行
っ
た
水
野
裕
史

氏
（
15
）の
研
究
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
で
は
、
清
韓
が
文
禄
の
役
に
従
軍
し
た
と
す
る
記
述
も
見
ら

れ
る
（
16
）が
、
同
時
代
史
料
で
は
文
禄
年
間
（
一
五
九
二
〜
一
五
九
六
）
の
史
料
所
見

は
確
認
で
き
な
い
。

「
長
老
記
録
」
所
収
文
書
の
始
期
（【
文
書
①
】、
後
掲
【
表
一
】
も
参
照
）
と
、

加
藤
清
正
に
従
軍
し
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
清
韓
は
清
正
（
17
）に
付
き

従
っ
て
慶
長
二
年
正
月
に
朝
鮮
半
島
に
渡
海
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
長
老
記
録
」
は
慶
長
二
年
七
月
一
二
日
の
【
文
書
㉑
】
で
終
了
す
る
。

こ
れ
は
、
同
七
月
十
四
日
に
慶
長
の
役
緒
戦
の
漆
川
梁
海
戦
が
は
じ
ま
り
、
交
渉

が
途
絶
す
る
時
期
と
合
致
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
長
老
記
録
」
所
収
文
書
は
、
慶
長
二
年
正
月
一
四
日
に
加

藤
清
正
が
朝
鮮
半
島
に
渡
海
し
、
本
格
的
な
戦
争
が
再
開
す
る
同
年
七
月
一
四
日

以
前
の
期
間
の
文
書
を
書
き
写
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
、
清
韓
が
清
正
の
従
軍
僧

と
し
て
朝
鮮
と
の
交
渉
に
参
加
し
て
い
る
史
料
所
見
が
あ
る
た
め
（
18
）、
交
渉
に
従
事

す
る
過
程
で
書
き
留
め
た
文
書
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
清
正
は
、
慶
長
三
年
一
一
月
の
撤
兵
時
ま
で
、
断
続
的
に
朝
鮮
と
の
交

渉
を
試
み
て
い
る
（
19
）が
、「
長
老
記
録
」
よ
り
後
の
時
期
に
、
清
韓
の
確
実
な
史
料

所
見
は
な
い
（
20
）。

前
後
の
時
期
も
含
め
た
、
清
韓
の
動
向
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
他
日
を
期
す

が
、
慶
長
二
年
正
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
、
加
藤
清
正
に
よ
る
対
朝
鮮
交
渉
に

参
加
し
た
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二

諸
本
の
性
格

各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
21
）に
よ
る
限
り
、「
長
老
記
録
」
に
は
次
の
二
種
類
の
写
本

が
確
認
で
き
る
。

①
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
本

表
題
は
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」。（
目
録
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
内
容
表
題
を

付
し
、「
文
英
清
韓
長
老
記
録
（
慶
長
二
年
・
釈
清
韓
与
朝
鮮
蒋
啓
仁
贈
答
書
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牘
）」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
注
一
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
新
日

本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
写
真
が
閲
覧
可
能
。）

函
架
番
号
「
二
〇
五
―
二
九
二
」。

表
表
紙
・
表
紙
の
他
、
本
文
は
九
丁
分
あ
る
。

一
丁
表
に
「
玉
縄
」、「
天
爵
堂
図
書
記
」（
以
上
、
新
井
本
の
蔵
書
印
）、「
宮

内
省
図
書
印
」「
明
治
十
八
年
改
」「
図
書
寮
蔵
」（
以
上
、
宮
内
庁
図
書
寮
の
蔵

書
印
）
が
押
さ
れ
、
九
丁
表
の
最
末
尾
に
「
君
美
」（
新
井
白
石
蔵
書
印
）
が
押

さ
れ
る
。

登
録
情
報
と
、
新
井
白
石
の
雅
号
で
あ
る
「
君
美
」
の
蔵
書
印
か
ら
、
白
石
旧

蔵
本
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
が
所
蔵
す
る

新
井
白
石
旧
蔵
本
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
六
月
に
白
石
の
子
孫
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
も
の
（「
新
井
本
」）
で
あ
る
（
22
）。

「
長
老
記
録
」
に
は
白
石
以
前
の
所
蔵
印
等
は
確
認
で
き
ず
、
も
と
の
所
蔵
者

は
不
明
で
あ
り
、
白
石
が
い
つ
入
手
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
推
測
の
粋
を
出

な
い
が
、
原
本
は
五
山
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
東
福
寺
や
そ
の
関
連
塔
頭

な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
史
料
な
の
で
は
な
い
か
。

白
石
は
五
山
・
外
交
な
ど
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

末
か
ら
翌
年
初
に
上
洛
し
た
際
に
、
五
山
の
史
料
調
査
を
行
っ
た
（
23
）。「
新
井
本
」

に
も
、「
東
福
寺
蔵
文
書
」（
五
〇
六
・
一
二
六
）、「
東
福
栗
棘
庵
蔵
花
押
」（
二

〇
五
・
二
七
三
）
な
ど
（
24
）が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
東
福
寺
南
昌
院
本
に
よ
っ
て
校

訂
さ
れ
た
『
善
隣
国
宝
記
』（
二
〇
五
・
二
八
三
）
も
所
蔵
し
て
い
る
（
25
）。

「
長
老
記
録
」
の
も
と
の
所
蔵
先
の
手
が
か
り
と
し
て
、
所
蔵
者
が
分
か
る
清

韓
関
係
史
料
に
注
目
し
た
い
。

史
料
編
纂
所
謄
写
本
「
東
福
寺
韓
長
老
集
」（
二
〇
三
四
―
九
八
）
は
、
清
韓

の
作
成
し
た
漢
詩
・
文
章
な
ど
を
収
録
し
た
文
集
で
あ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
、
上

村
観
光
氏
（
26
）を
介
し
て
、「
東
福
寺
芳
春
院
（
27
）」
本
を
書
写
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、

東
福
寺
に
芳
春
院
と
い
う
塔
頭
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
で
、
謄
写
本
奥
書
に
書

か
れ
た
住
所
は
東
福
寺
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
芳
春
院
」
は
謄
写
本
作
成
段
階

に
生
じ
た
誤
り
で
、
東
福
寺
の
い
ず
れ
か
の
塔
頭
所
蔵
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
の
「
韓
長
老
朝
鮮
使
僧
松
雲
問
答
書

（
慶
長
二
年
三
月
）」（
五
一
二
・
七
一
（
28
））
も
、
清
韓
と
朝
鮮
僧
惟
政
の
筆
談
史
料

で
あ
る
。
史
料
編
纂
所
影
写
本
（
29
）と
国
立
公
文
書
館
本
（
内
閣
文
庫
本
（
30
））
が
知
ら
れ

て
い
る
（
31
）。
こ
の
史
料
も
伝
来
過
程
は
不
明
だ
が
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
東

福
寺
現
住
の
石
霜
龍
菖
が
奥
書
を
付
し
て
お
り
（
32
）、
東
福
寺
や
そ
の
塔
頭
な
ど
に
所

蔵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
清
韓
関
係
史
料
に
は
伝
来
過
程
が
不
明
な
も
の
が
多
い
が
、

東
福
寺
や
そ
の
塔
頭
な
ど
に
関
連
す
る
も
の
が
多
く
、「
長
老
記
録
」
も
東
福
寺

周
辺
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

②
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」

表
題
、
登
録
名
は
共
に
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」。

請
求
番
号
「
二
九
〇
―
〇
〇
七
四
」。

冒
頭
と
末
尾
に
「
内
閣
図
書
館
蔵
」・「
内
閣
文
庫
」（
い
ず
れ
も
内
閣
文
庫
蔵

書
印
）
が
そ
れ
ぞ
れ
一
セ
ッ
ト
ず
つ
押
さ
れ
て
い
る
。

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
「
書
誌
情
報：

写
本
、
江
戸
」
と
す

る
が
、
書
写
奥
書
な
ど
は
見
ら
れ
ず
、
近
代
以
前
の
蔵
書
印
な
ど
も
な
い
た
め
、

書
写
年
代
は
不
明
。
管
見
の
限
り
、
内
閣
文
庫
の
目
録
で
は
明
治
二
三
年
（
一
八

九
〇
）
の
目
録
で
初
見
す
る
（
33
）た
め
、
そ
れ
以
前
に
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
た
。

奥
書
等
で
は
情
報
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
①
・
②
の
内
容
を
比
較
す

る
こ
と
で
写
本
系
統
を
検
討
し
た
い
。

195



①
・
②
は
配
置
（
文
字
配
り
・
改
行
箇
所
・
改
ペ
ー
ジ
箇
所
な
ど
）
は
基
本
的

に
は
ま
っ
た
く
同
一
（
34
）で
あ
り
、
近
い
関
係
に
あ
る
写
本
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

②
は
、
紙
を
切
り
貼
り
す
る
こ
と
で
ペ
ー
ジ
を
拡
張
し
、
無
理
や
り
ペ
ー
ジ
の
帳

尻
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
が
何
箇
所
か
見
ら
れ
、
底
本
を
で
き
る
だ
け

再
現
し
よ
う
と
試
行
錯
誤
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
②
の
内
容
に
は
単
純
な
誤
写
が
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
を
上
げ
る
と
、

【
文
書
⑪
】
の
明
の
諸
将
が
列
挙
さ
れ
る
箇
所
で
、
①
が
「
経
略
朝
鮮
尚
書
刑
老

・
経
理
朝
鮮
都
御
史
楊
老

・
鎮
守
朝
鮮
大
都
督
麻
老

」
と
す
る
の
に
対
し
、

②
で
は
「
経
略
朝
鮮
尚
書
刑
老

・
経
理
朝
鮮
都
御
史
楊
老

・
鎮
守
朝
鮮
大
都

督
麻
差

」
と
す
る
（
35
）。

両
者
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
と
、
①
で
は
意
味
が
通
じ
に
く
い
箇
所
で
、
②

が
よ
り
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
確
認
で
き
な
い
。
逆
に
、
例
示
し
た
よ
う
に
、

②
が
間
違
っ
て
い
る
が
①
が
正
し
い
箇
所
は
数
箇
所
あ
る
。

①
・
②
以
外
の
諸
本
が
現
時
点
で
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
②
は
明
治
一

三
年
に
宮
内
庁
書
陵
部
に
①
（
新
井
本
）
が
寄
贈
さ
れ
、
明
治
二
三
年
に
目
録
に

登
録
さ
れ
る
ま
で
の
十
年
間
に
①
に
基
づ
い
て
内
閣
文
庫
で
作
成
さ
れ
た
写
本
と

推
測
さ
れ
る
（
36
）。
以
上
の
よ
う
な
写
本
の
事
情
か
ら
、
本
稿
で
は
両
者
の
異
同
は
注

記
せ
ず
、
①
に
基
づ
い
て
翻
刻
を
行
う
。

三

所
収
文
書
の
概
観

具
体
的
な
内
容
の
分
析
は
他
日
を
期
す
と
し
て
、
本
稿
で
は
所
収
文
書
を
一
覧

に
し
た
【
表
一
】
に
も
と
づ
き
、
所
収
文
書
の
様
式
と
発
給
者
と
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

ま
ず
、
様
式
面
に
注
目
す
る
と
、【
文
書
⑪
・
⑫
】
は
明
将
の
沈
惟
敬
が
発
給

【表1】「長老記録」所収文書
備考

発給者は類推
4と同日ヵ
3から授受関係を推定

発給者は内容から推定
発給者は内容から推定

12の封紙

18と同日ヵ

発給者は内容から推定

凡例 文書番号は【翻刻】に基づき、私に付した
日付は元の表記に関わらず表記を統一した いずれも明暦・朝鮮暦
受給者・発給者は元の表記に関わらず、「解題」の人物紹介項の表記に統一した
網掛け部分は明人発給文書、白色背景は朝鮮人発給文書

発給者
蒋啓仁
蒋―（啓仁ヵ）
蒋啓仁
（蒋啓仁ヵ）
金太虚
金太虚
（蒋啓仁ヵ）
（蒋啓仁ヵ）
蒋啓仁
惟政
沈惟敬
沈惟敬
惟政
惟政
惟政
惟政
蒋啓仁
蒋啓仁
惟政
惟政
（蒋啓仁ヵ）
蒋啓仁
蒋啓仁
蒋啓仁

受給者
（金太夫ヵ）
（金太夫ヵ）
金太夫
（金太夫ヵ）
（加藤清正ヵ）
西生浦副将（金太夫ヵ）
金太夫
金太夫
金太夫
加藤清正
加藤清正
加藤清正
加藤清正
金太夫
文英清韓
文英清韓
金太夫
文英清韓
加藤清正
文英清韓
加藤清正
文英清韓
金太夫
文英清韓

文書名
蒋啓仁書状
蒋（啓仁ヵ）書状
蒋啓仁書状
（蒋啓仁ヵ）書状
金太虚書状
金太虚書状
（蒋啓仁ヵ）書状
（蒋啓仁ヵ）書状
蒋啓仁書状
惟政書状
沈惟敬諭
沈惟敬諭封紙
惟政書状
惟政書状
惟政書状
惟政書状
蒋啓仁書状
蒋啓仁書状
惟政書状
惟政書状
（蒋啓仁ヵ）書状
蒋啓仁書状
蒋啓仁書状
蒋啓仁書状

月日
1597／1／18
1597／1／27
（1597／1／27ヵ）
1597／1／27
1597／2／13
1597／2／14
（不明）
1597／3／7
1597／3／12
1597／3／1
（1597／5／27～1597／6／1）
1597／6／1辰時（到着）
1597／6／5
1597／6／5
1597／6／5
1597／6／5
（1597／4／12ヵ）
1597／4／12
1597／7／1
1597／7／1
1597／7／12
1597／7／3
1597／7／2
1597／7／2

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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し
た
公
文
書
の
「
諭
」
で
、
そ
れ
以
外
の
二
十
二
通
は
す
べ
て
朝
鮮
人
発
給
の

「
書
状
」（
簡
札
）
で
あ
る
。

【
文
書
⑪
】
の
文
書
形
式
「
諭
」
は
、
明
朝
に
お
い
て
は
衙
門
（＝

役
所
）
の

長
官
が
役
所
の
構
成
員
や
民
衆
な
ど
に
対
し
て
命
令
・
通
達
を
す
る
際
に
用
い
た

下
行
文
（
下
達
文
書
）
で
あ
る
（
37
）。
転
じ
て
、
明
将
が
日
本
人
に
対
し
て
命
令
・
伝

達
を
行
う
際
に
も
外
交
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
包
紙
が
残
さ
れ
て
い
る

「
諭
」
や
写
し
の
事
例
は
他
に
確
認
で
き
ず
、【
文
書
⑫
】
と
併
せ
て
、
発
給
当
時

の
「
諭
」
の
様
子
を
知
る
上
で
貴
重
な
実
例
に
な
る
。

一
方
、
朝
鮮
時
代
の
「
書
状
」（
簡
札
）
は
、
崔
承
煕
『
増
補
版
韓
国
古
文
書

学
研
究
（
38
）』
に
よ
る
と
、
様
々
な
内
容
が
や
り
取
り
さ
れ
た
私
文
書
で
あ
り
、
多
く

の
量
が
残
っ
て
お
り
、
公
的
な
内
容
が
書
状
で
や
り
取
り
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と

い
う
。
同
書
で
は
そ
の
様
な
多
様
性
も
あ
っ
て
か
、
様
式
の
類
型
化
な
ど
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。

筆
者
の
力
量
か
ら
も
書
状
の
様
式
面
に
踏
み
込
む
こ
と
は
難
し
い
が
、「
長
老

記
録
」
で
は
、
面
会
の
ア
ポ
イ
ン
ト
・
日
程
調
整
な
ど
、
細
か
な
調
整
・
通
達
が

多
数
を
占
め
る
。
一
方
で
、
文
英
清
韓
の
書
籍
入
手
要
求
へ
の
返
答
と
い
う
私
的

な
や
り
取
り
（【
文
書
⑰
】）、
清
正
軍
へ
の
禁
止
事
項
の
通
達
と
い
う
半
ば
公
的

な
通
達
（【
文
書
③
】）
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
書
状
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
様
々

な
性
格
を
内
包
し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
文
書
の
授
受
関
係
者
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
発
給
者
は
、
蒋
啓

仁
・
金
太
虚
・（
松
雲
大
師
）
惟
政
・
沈
惟
敬
で
あ
る
。

・
蒋
啓
仁
…
『
宣
祖
実
録
』
で
は
「
金
大
夫
答
二

蒋
希
春
一

書
」
と
し
て
、

（
一
五
九
七
）（
三
月
）

（
美
濃
部
喜
八
郎
）

「
蒋
啓
仁
足
下
」
宛
の
「
丁
酉
暮
春
十
四
日
美
農
部
金
大
夫
書
状
」
が
引
用

さ
れ
る
（
39
）こ
と
か
ら
、
蒋
啓
仁
は
蒋
希
春
の
別
名
と
考
え
ら
れ
る
。

蒋
希
春
（
一
五
五
五
―
一
六
一
八
）
…
慶
尚
南
道
梁
山
市
熊
上
邑
明
谷
里

生
ま
れ
。
文
科
に
及
第
し
、
宣
祖
二
五
年
（
一
五
九
二
）
に
壬
辰
倭
乱
が
発

生
す
る
と
、
義
兵
を
起
こ
し
、
慶
州
・
蔚
山
地
域
の
防
衛
で
活
躍
し
た
。
宣

祖
二
七
年
（
一
五
九
四
）
三
月
以
降
、
三
度
加
藤
清
正
陣
営
に
入
り
、
交
渉

の
役
割
に
あ
た
っ
た
（
40
）。

・
金
太
虚
（
一
五
五
五
―
一
六
二
〇
）
…
慶
尚
南
道
密
陽
市
河
南
邑
貴
明
里

生
ま
れ
。
宣
祖
一
三
年
（
一
五
八
〇
）
武
科
別
試
に
及
第
。
一
五
八
二
年
に

玉
浦
万
戸
。
宣
祖
二
五
年
（
一
五
九
二
）
壬
辰
倭
乱
が
起
こ
る
と
、
密
陽
府

使
に
任
命
さ
れ
、
翌
年
に
蔚
山
郡
守
に
転
任
し
た
（
41
）。

・
惟
政
（
一
五
四
四
―
一
六
一
〇
）
…
松
雲
・
四
溟
。
俗
名
は
任
応
奎
。
慶

尚
南
道
密
陽
市
武
安
面
古
羅
里
生
ま
れ
。
壬
辰
倭
乱
が
起
こ
る
と
、
朝
鮮
国

王
宣
祖
が
師
の
休
静
を
朝
鮮
八
道
十
六
宗
都
総
摂
に
任
命
し
、
義
兵
僧
を
募

ら
せ
る
と
、
副
総
摂
と
な
っ
た
。
義
兵
僧
と
し
て
の
活
躍
を
高
く
買
わ
れ
、

宣
祖
二
七
年
（
一
五
九
四
）
三
月
以
降
、
加
藤
清
正
陣
営
に
入
り
、
交
渉
を

行
っ
た
。
（
42
）

・
沈
惟
敬
…
文
禄
の
役
が
勃
発
す
る
と
、
兵
部
尚
書
石
星
に
起
用
さ
れ
、

「
遊
撃
」
と
し
て
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
、
小
西
行
長
・
宗
義
智
ら
と
講
和
交
渉

を
担
当
し
た
。
秀
吉
を
日
本
国
王
に
冊
封
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
、
本
来

の
冊
封
正
使
の
李
宗
城
が
逃
亡
す
る
と
、
代
わ
り
に
冊
封
副
使
と
し
て
来
日

し
た
。
講
和
交
渉
決
裂
後
、
万
暦
二
五
年
（
一
五
九
七
）
六
月
に
朝
鮮
で
楊

元
に
捕
縛
さ
れ
、
同
年
七
月
に
北
京
で
処
刑
さ
れ
た
（
43
）。
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一
方
、
文
書
の
受
給
者
は
、
加
藤
清
正
・
金
太
夫
・
文
英
清
韓
で
あ
る
。

・
金
太
夫
（
美
濃
部
喜
八
郎
）
…
清
正
の
家
臣
。
朝
鮮
史
料
で
は
「
副
将
」

「
寵
将
」
な
ど
。
加
藤
清
正
が
捕
え
た
朝
鮮
王
子
を
文
禄
二
年
（
一
五
九

三
）
四
月
に
伊
達
政
宗
に
引
き
渡
す
際
に
王
子
に
付
さ
れ
て
い
る
（
44
）の
が
初
見

で
、
そ
れ
以
降
の
日
朝
交
渉
に
参
加
し
て
い
る
（
45
）。

な
お
、「
長
老
記
録
」
が
写
し
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
長
老
記
録
」
で
は
、
欠
字
・
平
出
・
擡
頭
な
ど
が
再
現
さ
れ
て
い

る
が
、
翻
刻
の
際
に
欠
字
字
数
の
判
断
に
困
っ
た
も
の
が
多
い
。
今
後
、
明
代
・

朝
鮮
時
代
の
原
本
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

終
わ
り
に

本
稿
で
は
、
甚
だ
簡
単
な
が
ら
『
文
英
清
韓
長
老
記
録
』
の
紹
介
を
行
っ
た
。

「
長
老
記
録
」
は
多
数
の
文
書
を
収
録
し
た
外
交
文
書
集
で
あ
り
、
し
か
も
他

に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
朝
鮮
時
代
の
多
く
の
書
状
と
沈
惟
敬
の
「
諭
」
が
含
ま
れ

て
い
る
。
現
場
レ
ベ
ル
で
の
細
か
な
調
整
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
点
は
「
長
老
記

録
」
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
魅
力
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

文
禄
の
役
・
慶
長
の
役
研
究
に
引
き
つ
け
て
言
え
ば
、「
長
老
記
録
」
に
よ
っ

て
、
慶
長
の
役
直
前
の
加
藤
清
正
の
動
向
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
。
こ
の

時
期
の
加
藤
清
正
の
動
向
の
分
析
を
通
じ
た
豊
臣
政
権
の
対
朝
鮮
交
渉
の
具
体
的

な
検
討
は
他
日
に
別
稿
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

一
方
、
よ
り
広
い
視
野
で
見
た
と
き
に
、
包
紙
を
有
す
る
「
諭
」
な
ど
、
他
に

類
例
を
見
な
い
文
書
が
含
ま
れ
、
古
文
書
学
的
に
も
貴
重
な
分
析
材
料
を
提
供
し

て
い
る
。
明
代
・
朝
鮮
時
代
の
古
文
書
学
的
研
究
の
材
料
と
し
て
の
活
用
も
望
ま

れ
る
。

な
お
検
討
の
不
十
分
な
点
、
重
大
な
誤
り
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
江
湖

に
私
案
を
示
し
て
、
大
方
の
ご
叱
正
を
乞
い
た
い
。

末
筆
な
が
ら
貴
重
な
史
料
の
紹
介
・
翻
刻
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
宮
内
庁
書

陵
部
図
書
寮
文
庫
に
は
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究

費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
交
付
を
受
け
た
「
中
近
世
移
行
期
の
対
外

交
渉
に
み
る
統
一
政
権
の
性
格
」（
課
題
番
号20

J21152

）
の
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

註（
1
）
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
可
能
（http

://dbrec.nijl.
ac.jp/K

T
G_B_100371454

、
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
）。

（
2
）
『
史
料
綜
覧
』
巻
一
三
（
東
大
出
版
会
、
一
九
五
四
年
）
の
日
付
だ
け
示

す
と
、
慶
長
二
年
正
月
一
三
日
条
、
二
一
日
条
、
二
月
一
〇
日
条
、
三
月
二

〇
日
条
、
二
一
日
条
、
五
月
三
〇
日
条
、
六
月
二
七
日
条
。

な
お
、【
文
書
⑪
】
が
『
史
料
綜
覧
』
の
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
五
月

三
〇
日
条
の
綱
文
「
慶
尚
道
西
生
浦
の
加
藤
清
正
、
明
の
遊
撃
沈
惟
敬
に
会

見
を
求
む
、
是
日
、
惟
敬
、
之
を
辞
す
、」（
傍
線
は
引
用
者
）
の
典
拠
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
沈
惟
敬
は
、
明
使
の
応
対
し
た
後
に
、「
即
ち
東

都
し
て
慶
州
に
臨
む
べ
し
」
と
い
う
意
志
を
見
せ
て
い
る
。
慶
州
（＝

慶
尚

道
）
は
清
正
が
在
陣
す
る
西
生
浦
倭
城
を
擁
す
る
地
域
で
あ
る
か
ら
、
清
正

と
の
交
渉
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
は
惟
敬

は
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
い
、
交
渉
は
途
絶
す
る
の
だ
が
（
北
島
万
次
『
豊
臣
秀
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吉
朝
鮮
侵
略
関
係
史
料
集
成
』
三
、
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
、
五
四
三
〜
五

四
八
頁
）、
惟
敬
が
「
辞
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
3
）
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
五
月
三
〇
日
条
に
、「
加
藤
清
正
、
明
将
沈
惟

敬
に
会
見
を
要
求
（
文
英
清
韓
長
老
記
録
）」
と
あ
る
。（
加
藤
友
康
ほ
か
編

『
日
本
史
総
合
年
表
﹇
第
三
版
﹈』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
、
三
四
〇

頁
。）
前
掲
注
二
の
『
史
料
綜
覧
』
と
は
解
釈
が
異
な
る
。

（
4
）
文
禄
の
役
・
慶
長
の
役
の
研
究
に
は
多
数
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
特
に

当
該
期
の
加
藤
清
正
に
関
す
る
研
究
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
貫
井
正
之

「
壬
辰
戦
争
の
義
僧
兵
お
よ
び
戦
間
・
戦
後
の
朝
日
交
渉
に
お
け
る
惟
政

（
松
雲
大
師
）
の
考
察
」（
貫
井
『
豊
臣
・
徳
川
時
代
と
朝
鮮
』
明
石
書
店
、

二
〇
一
〇
年
。
初
出
は
二
〇
〇
一
年
）、
北
島
万
次
『
加
藤
清
正
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
村
井
章
介
「
慶
長
の
役
開
戦
前
後
の
加
藤
清
正
包

囲
網
」（
村
井
『
日
本
中
世
の
異
文
化
接
触
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一

三
年
、
初
出
は
二
〇
〇
八
年
）。

（
5
）
例
え
ば
、
外
交
文
書
を
悉
皆
的
に
リ
ス
ト
化
し
た
荒
木
和
憲
「
中
世
日
本

往
復
外
交
文
書
を
め
ぐ
る
様
式
論
的
検
討
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』
二
二
四
集
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

（
6
）
上
村
観
光
「
文
英
清
韓
」（
上
村
『
五
山
詩
僧
伝
』
民
友
社
、
一
九
一
二

年
）

（
7
）
徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
』
第
一
二
、
家
康
時
代
中
巻
・
大
阪
役
、

民
友
社
、
一
九
三
五
年
。

（
8
）
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

（
9
）
加
藤
正
俊
「
清
韓
を
め
ぐ
る
五
山
の
学
侶
」（『
季
刊

禅
文
化
』
四
〇
号
、

一
九
六
六
年
）。

（
10
）
笠
谷
和
比
古
『
関
ケ
原
合
戦
と
近
世
の
国
制
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇

年
、
笠
谷
『
関
ヶ
原
合
戦
と
大
坂
の
陣
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
曽

根
勇
二
『
大
坂
の
陣
と
豊
臣
秀
頼
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
な
ど
。

（
11
）
堀
川
貴
司
「
禅
僧
に
よ
る
禁
中
漢
籍
講
義
」（
堀
川
『
続
五
山
文
学
研

究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）。

（
12
）
長
坂
成
行
「
篠
屋
宗

覚
書

上
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
三
四
号
、
二
〇

〇
六
年
）、
長
坂
「
篠
屋
宗

覚
書

下
」（『
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年

報
』
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
）、
長
坂
「
宗

と
文
英
清
韓
」（
長
坂
『
篠
屋

宗

と
そ
の
周
縁
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
13
）
山
本
佐
和
子
「
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『（
増
刊
校
正
王
状
元
集
注

分
類
）
東
坡
先
生
詩
』
の
書
誌
的
考
察
」『
人
文
学
』
二
〇
五
号
、
二
〇
二

〇
年
。

（
14
）
太
田
光
俊
「
中
世
の
安
濃
津
の
寺
院
と
真
宗
の
展
開
」（『
高
田
学
報
』
一

〇
九
、
二
〇
一
三
年
）、
太
田
「
室
町
・
戦
国
期
の
寺
院
と
仏
教
文
化
」

（『
三
重
県
史
』
通
史
編
中
世
、
三
重
県
、
二
〇
二
〇
年
、
十
章
第
二
節
）。

（
15
）
水
野
裕
史
「
文
英
清
韓
賛
「
菊
池
為
邦
像
」
の
制
作
背
景
」、『
熊
本
史

学
』
一
〇
二
、
二
〇
二
二
年
。

（
16
）
近
年
の
も
の
で
も
水
野
「
文
英
清
韓
賛
「
菊
池
為
邦
像
」
の
制
作
背
景
」

（
書
誌
前
掲
）
な
ど
が
踏
襲
し
て
い
る
。

（
17
）
加
藤
清
正
の
動
向
に
つ
い
て
は
大
浪
和
弥
「
加
藤
清
正
の
居
所
と
行
動
」

（
大
浪
ほ
か
編
『
加
藤
清
正
文
書
目
録
』
東
大
史
料
編
纂
所
、
二
〇
一
五

年
）
を
参
照
。

（
18
）
『
宣
祖
実
録
』
巻
八
七
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
四
月
辛
未
条
・
四
月
癸

酉
条
、
お
よ
び
巻
八
九
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
六
月
壬
戌
条
、
後
述
の

「
清
正
松
雲
問
答
」
も
清
韓
自
筆
の
筆
談
史
料
と
さ
れ
る
。

（
19
）
李
啓
煌
「
朝
鮮
か
ら
見
た
文
禄
・
慶
長
の
役
」（
大
津
透
ほ
か
編
『
岩
波
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講
座
日
本
歴
史
』
一
〇
巻
近
世
一
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
20
）
『
宣
祖
実
録
』
巻
九
六
、
宣
祖
三
一
年
（
一
五
九
八
）
正
月
丙
申
条
に
、

清
正
陣
営
の
日
本
人
の
発
言
と
し
て
、「
倭
賊
投
書
云
、「
欲
レ

為
二

講
和
一、
而

城
中
未
レ

有
レ

知
二

文
字
一

者
。
船
上
有
レ

僧
、
若
使
出
送
、
則
欲
レ

修
二

和
書
一。」

云
。」
と
あ
り
、
清
正
陣
営
の
「
僧
」
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
こ

れ
が
清
韓
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
21
）
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

（https://base
1.nijl.ac.jp/~tkoten/

）、「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」

（https://iss.ndl.go.jp/
）、「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」

（https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/

）
な
ど
を
活
用
し
た
。（
い
ず

れ
も
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
。）

（
22
）
新
井
本
に
つ
い
て
は
宮
内
庁
書
陵
部
編
『「
新
井
白
石
旧
蔵
本
」
展
示
目

録
』（
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
八
一
年
）、
飯
倉
晴
武
「
近
代
の
禁
裏
・
公
家

文
庫
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
三
輯
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

前
者
は
、「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」https://

shoryobu.kunaicho.go.jp/Publication/

の
「
発
行
物
一
覧
」、
展
示
目

録
項
で
閲
覧
。（
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
最
終
閲
覧
。）

（
23
）
岡
本
真
・
須
田
牧
子
「
天
龍
寺
妙
智
院
所
蔵
『
謙
斎
南
遊
集
』」、『
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
三
一
、
二
〇
二
一
年
、
一
三
四
頁
・
注
六
、

一
四
二
頁
参
照
。

（
24
）
『「
新
井
白
石
旧
蔵
本
」
展
示
目
録
』（
書
誌
前
掲
）
八
・
九
頁
。

（
25
）
『「
新
井
白
石
旧
蔵
本
」
展
示
目
録
』（
書
誌
前
掲
）
一
二
頁
。

（
26
）
上
村
観
光
氏
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
「
上
村
観
光
居
士
の
五
山
文
学
研

究
史
上
の
地
位
及
び
そ
の
略
歴
」（
玉
村
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
上
、
思
文

閣
出
版
、
一
九
八
八
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
。）
を
参
照
。

（
27
）
今
日
で
も
こ
の
編
纂
所
奥
書
の
情
報
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
水

野
「
文
英
清
韓
賛
「
菊
池
為
邦
像
」
の
制
作
背
景
」（
書
誌
前
掲
）
一
一
頁
、

注
一
七
な
ど
。

（
28
）
「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
で
は
版
本
と
す
る
が
、

写
本
で
は
な
い
か
。

（
29
）
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
韓
長
老
朝
鮮
使
問
答
書
」（
三
〇
四
〇
・
五
―
六
）。

（
30
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
「
清
正
松
雲
問
答
」
は
二
本
あ
る
。（
一
六
八
―

〇
〇
四
三
、
一
六
八
―
〇
〇
四
四
。）
い
ず
れ
も
近
代
写
本
。

（
31
）
影
写
本
奥
書
に
は
、「
明
治
二
十
二
年
四
月
内
閣
本
ヲ
影
写
ス
」
と
あ
り
、

「
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（H

i-Cat

）」
も
所
蔵
者
を
「
内
閣
文

庫
」
と
す
る
。
し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
二
本
に
は
、
図
書
寮
文
庫

本
と
影
写
本
に
共
通
す
る
注
記
が
な
い
た
め
、
図
書
寮
文
庫
本
が
影
写
本
の

底
本
だ
ろ
う
。

（
32
）
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
之
三
十
五
、
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
三
月
二

五
日
条
、
二
六
二
頁
。

（
33
）
『
内
閣
文
庫
図
書
目
録
』
第
七
、
内
閣
記
録
局
、
一
八
九
〇
年
、
二
〇
五

頁
。（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
閲
覧
。
最
終
閲

覧
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
。）

（
34
）
【
文
書
⑫
】
の
「
ヲ
モ
テ
」「
ウ
ラ
」
の
文
字
配
り
だ
け
異
な
る
。

（
35
）
な
お
、「
史
料
稿
本
」
も
「
差

」
と
し
て
校
訂
注
で
「
老

」
に
訂
正

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
②
の
系
統
の
写
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

（
36
）
こ
の
推
論
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
国
立
公
文
書
館
や
宮
内
庁

書
陵
部
図
書
寮
文
庫
本
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
前
述
し

た
「
清
正
松
雲
問
答
」
の
よ
う
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
を
内
閣
文
庫
で
写
し
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た
と
思
わ
れ
る
写
本
は
散
見
さ
れ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
の
よ
う
に
考
え

る
。

（
37
）
「
古
代
公
文
種
類
」（
徐
豔
華
ほ
か
編
『
簡
明
公
文
類
編
』
経
済
科
学
出
版

社
（
中
国
上
海
・
中
国
語
）、
二
〇
一
五
年
）。

（
38
）
知
識
産
業
社
（
韓
国
ソ
ウ
ル
・
韓
国
語
）、
一
九
八
九
年
。

（
39
）
『
宣
祖
実
録
』
巻
八
六
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
三
月
辛
亥
条
。

（
40
）
蒋
希
春
・
金
太
虚
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、「
韓
国
郷
土
文
化
電
子
大
典
」

に
拠
っ
て
関
連
部
分
を
抜
粋
し
た
。
な
お
、
文
禄
の
役
・
慶
長
の
役
期
間
の

活
動
に
つ
い
て
は
、
禹
仁
秀
（
黒
田
慶
一
訳
）「
蔚
山
地
域
壬
乱
義
兵
の
活

動
と
そ
の
性
格
」（
黒
田
編
『
韓
国
の
倭
城
と
壬
辰
倭
乱
』
岩
田
書
院
、
二

〇
〇
四
年
）
に
も
詳
し
い
。

（
41
）
『
宣
祖
実
録
』
巻
八
五
、
宣
祖
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
二
月
壬
戌
条
に
、

（
清
正
）

（
朝
鮮
）

「
而
賊
若
求
二

見
我
国
将
官
一、
則
朴
毅
長
・
金
太
虚
中
、
択
下

其
有
二

胆
気
一

（

ヵ
）

善
二

応
答
一

者
上、
往
二

見
中
路
一、
仍
洞
二

察
其
情
一

無
レ

妨
、」
と
あ
り
、
も
し
賊

（
こ
こ
で
は
清
正
ら
）
が
朝
鮮
の
将
官
へ
の
接
触
を
求
め
て
き
た
場
合
、（
清

正
在
陣
地
域
の
地
方
官
の
う
ち
）
朴
毅
長
（
全
州
判
官
）
か
金
太
虚
の
う
ち
、

度
胸
が
あ
り
、
答
弁
に
長
け
た
も
の
を
選
ん
で
道
中
に
向
か
わ
せ
、
様
子
を

偵
察
さ
せ
よ
と
提
案
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）
惟
政
の
事
跡
に
関
し
て
は
、「
韓
国
郷
土
文
化
電
子
大
全
」
の
ほ
か
、
北

島
万
次
『
加
藤
清
正
』（
書
誌
前
掲
）、
貫
井
正
之
「
壬
辰
戦
争
の
義
僧
兵
お

よ
び
戦
間
・
戦
後
の
朝
日
交
渉
に
お
け
る
惟
政
（
松
雲
大
師
）
の
考
察
」

（
貫
井
『
豊
臣
・
徳
川
時
代
と
朝
鮮
』、
書
誌
前
掲
）
を
参
照
し
た
。

（
43
）
石
原
道
博
「
沈
惟
敬
」（『
国
史
大
辞
典
』）。

（
44
）
『
宣
祖
実
録
』
巻
五
一
、
二
七
年
（
一
五
九
四
）
五
月
癸
未
条
、『
宣
祖
実

録
』
巻
八
四
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
正
月
壬
子
条
な
ど
。「
文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
四
月
二
八
日
加
藤
清
正
書
状
」（
個
人
蔵
、『
新
熊
本
市
史
』

史
料
編
第
三
巻
、
近
世
一
、
熊
本
市
、
一
九
九
四
年
、
五
五
号
文
書
、
三
九

〜
四
〇
頁
。）

（
45
）
金
太
夫
の
事
跡
に
関
し
て
は
、
北
島
『
加
藤
清
正
』（
書
誌
前
掲
）
に
言

及
が
あ
る
。

﹇
付
記
一
﹈
本
稿
校
正
中
の
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月
一
日
に
注
一
等
で
参

照
し
た
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に

統
合
さ
れ
た
。
校
正
中
の
出
来
事
の
た
め
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
の
修
正
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、

新
し
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
同
様
に
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

﹇
付
記
二
﹈
注
一
三
で
参
照
し
た
山
本
氏
の
論
文
は
補
訂
の
う
え
山
本
佐
和
子

『
抄
物
の
言
語
と
資
料
』
く
ろ
し
お
出
版
、
二
〇
二
三
年
に
収
録
さ
れ
た
。
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翻
刻
編

〔
凡
例
〕

・
本
稿
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」（
請

求
番
号
二
〇
五
・
二
九
二
）
に
基
づ
き
、
文
書
番
号
を
付
し
て
一
通
ご
と
に
翻
刻

し
、
訓
読
・
語
釈
の
私
案
を
付
し
た
。

・
底
本
の
写
真
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
（
解
題
参
照
）
た
め
、
通
用
字
体
に
よ
っ

て
翻
刻
を
行
い
、
蔵
書
番
号
の
ラ
ベ
ル
・
蔵
書
印
も
翻
刻
し
な
か
っ
た
。

・
翻
刻
に
注
記
を
付
す
と
煩
瑣
に
な
る
た
め
、
明
ら
か
な
誤
字
と
思
わ
れ
る
箇
所

の
み
校
訂
注
を
付
し
、
読
点
の
私
案
の
み
付
し
た
。

・
訓
読
で
は
、
年
次
・
人
名
等
の
比
定
と
語
釈
に
対
応
す
る
番
号
注
を
付
し
、
翻

刻
で
付
し
た
校
訂
注
は
訓
読
に
反
映
さ
せ
た
。

・
語
釈
で
は
主
に
固
有
名
詞
・
難
解
語
句
を
中
心
に
私
案
を
示
し
た
。

【
表
紙
】

「
文
英
清
韓
長
老
記
録
」

【
内
表
紙
】

慶
長
二
年
丁
酉
朝
鮮
之
書

【
文
書
①
】

一
自
乙
未
相
阻
、
更
未
相
面
、
今
奉

貴
書
、
得
認

将
軍
還
住
旧

塁
、
良
慰
々
々
、
李
謙
受
則
須
得
重
病
、
而
今
幸
少
愈
、
若
過
数
日
偕

徃
切
計
、
若
仍
而
不
差
、
則
今
二
十
一
日
間
、
独
徃
所
約
川
辺
、
可
得

面
話
、
不
宣
、

丁
酉
正
月
十
八
日

旧
知
蒋
啓
仁

高
総
兵
有
老
親
病
重
、
冬
間
適
去
、
今
聞

復
来
、
而
時
未
下
来
、

【
訓
読
①
】

（
一
五
九
五
）

（
加
藤
清
正
）（
西
生
浦
）

乙
未
①

よ
り
相
阻
み
て
、
更
に
未
だ
相
面
せ
ず
。
今
貴
書
②

を
奉
り
、
将
軍
③

旧
塁
④

に
還
住
す
る
を
認
め
得
る
。
良
慰
、
々
々
。
李
謙
受
⑤

則
ち
須
ら
く
重
病
を
得
る

と
も

ひ
そ

も
、
而
し
て
今
幸
い
に
少
愈
す
。
若
し
数
日
を
過
ぎ
れ
ば
、
偕
に
徃
き
て
切
か
に
⑥

か
さ
ね

計
わ
ん
。
若
し
仍
て
差
さ
⑦

ざ
れ
ば
、
則
ち
今
二
十
一
日
の
間
、
独
り
約
す
る
所

の
川
辺
に
徃
き
て
、
面
話
を
得
べ
し
。
不
宣
。

丁
酉
正
月
十
八
日

旧
知
蒋
啓
仁
⑧

（
彦
伯
）

た
ま
た
ま

高
総
兵
⑨

老
親
の
病
重
き
有
り
。
冬
間
適
去
る
。
今
復
た
来
る
を
聞
く
も
、
時

に
未
だ
下
来
せ
ず
。

【
語
釈
①
】

①
乙
未
…
文
禄
四
年
（
万
暦
二
三
年＝

宣
祖
二
八
年＝

一
五
九
五
）。

②
貴
書
…
『
宣
祖
実
録
』
巻
八
四
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）
正
月
壬
子
条
所
引

「
慶
長
二
年
正
月
一
二
日
加
藤
清
正
牌
文
」
を
指
す
か
。

③
将
軍
…
加
藤
清
正
。
日
本
の
大
名
を
「
将
軍
」
と
称
す
る
例
は
、『
宣
祖
実

録
』
巻
三
一
、
二
五
年
十
月
乙
已
条
「
日
本
将
軍
」
な
ど
が
あ
る
。

④
旧
塁
…
「
塁
」
は
「
と
り
で
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
、
文
禄
の
役
の

際
に
加
藤
清
正
が
拠
点
と
し
た
西
生
浦
倭
城
。

⑤
李
謙
受
…
一
五
五
五
〜
一
五
九
八
。
鶴
城
李
氏
。
李
藝
の
子
孫
。
蔚
山
出
身
の

義
兵
。
宣
祖
二
七
年
（
一
五
九
四
）
に
は
武
科
別
試
に
合
格
。
西
生
浦
で
の
加
藤
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清
正
と
松
雲
大
師
惟
政
と
の
会
談
で
は
、
一
次
・
二
次
は
惟
政
と
共
に
会
談
に
臨

み
、
三
次
は
李
謙
受
が
単
独
で
会
談
に
臨
ん
だ
。
機
張
県
監
を
経
て
、
宣
祖
三
〇

年
（
一
五
九
七
）
に
鄭
州
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
。（「
韓
国
郷
土
文
化
電
子
大
典
」。

李
明
勲
「
李
芸
の
後
孫
た
ち
」（
嶋
村
初
吉
編
『
玄
界
灘
を
越
え
た
外
交
官

李

芸
』）
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
六
〜
一
七
八
頁
。）

⑥
差
…
「
い
え
る
。
病
が
な
ほ
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑦
切
計
…
「
切
」
は
「
窃
」
に
通
じ
る
。（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑧
旧
知
蒋
啓
仁
…
蒋
希
春
。【
解
題
】
参
照
。

⑨
高
総
兵
…
『
宣
祖
実
録
』
巻
一
〇
二
、
三
一
年
（
一
五
九
八
）
七
月
丁
酉
条
の

「
加
藤
清
正
書
契
」
に
「
呈
下

総
兵
高
〈
指
二

彦
伯
一

〉
窓
下
上

」
と
あ
り
、
高
彦
伯

の
別
名
。『
宣
祖
実
録
』
巻
五
五
、
二
七
年
九
月
辛
巳
条
に
も
「
高
総
兵
」
と
あ

る
。
朝
鮮
の
軍
制
に
「
総
兵
」
は
確
認
で
き
ず
、
正
式
な
官
職
で
は
な
い
。

高
彦
伯
は
、
慶
尚
左
兵
使
（
左
道
兵
節
度
馬
使
）。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

四
月
の
惟
政
・
清
正
の
会
談
の
際
に
、
惟
政
と
共
に
西
生
浦
に
入
っ
た
。（
貫
井

「
壬
辰
戦
争
の
義
兵
僧
活
動
お
よ
び
戦
間
・
戦
後
の
朝
日
交
渉
に
お
け
る
惟
政

（
松
雲
大
師
）
の
考
察
」（
書
誌
前
掲
））

【
文
書
②
】

吾
意
雖
欲
相
好
、
我
国
之
礼
則
大
小
之
事
、
必
禀
於
王
庭
而
後
行
之
、

故
今
正
月
二
十
三
日
、
大
上
官
之
書
持
而
上
京
、
来
二
月
十
五
六
間
可
待
回

期
乎
、

丁
酉
正
月
二
十
二
日

蒋
―

【
訓
読
②
】

そ
う
こ
う

（
朝
鮮
）

吾
が
意
相
好
せ
ん
と
欲
す
と
い
え
ど
も
、
我
が
国
の
礼
は
則
ち
大
小
の
事
、
必
ず

（
加
藤
清
正
）

王
庭
に
禀
し
て
後
に
之
を
行
う
。
故
に
今
正
月
二
十
三
日
、
大
上
官
①

の
書
持
ち

て
上
京
し
、
来
た
る
二
月
十
五
・
六
の
間
、
回
期
を
待
つ
べ
き
か
。

丁
酉
正
月
二
十
二
日

蒋
―
③

【
語
釈
②
】

①
大
上
官
…
加
藤
清
正
を
指
す
名
詞
（『
韓
国
古
典
語
大
辞
典
』）。

②
蒋
―
…
【
文
書
③
】
と
の
関
連
か
ら
、
蒋
啓
仁
。

【
文
書
③
】

且
其
回
答
間
、
日
本
之
人
、
水
路
則
不
過
開
雲
浦
之
前
、
陸
路
則
不
踰

所
等
伊
川
、
犯
越
事
、
亦
通
于

大
上
官
、
痛
禁
亦
望
、

蒋
啓
仁
〈
判
印
〉

金
太
夫

【
訓
読
③
】

且
つ
そ
の
回
答
の
間
①

、
日
本
の
人
、
水
路
は
則
ち
開
雲
浦
②

の
前
を
過
ぎ
ず
、
陸

こ

路
は
則
ち
所
等
伊
川
③

を
踰
え
ざ
れ
。
犯
越
④

の
事
、
亦
た
大
上
官
に
通
じ
、
痛
禁

す
る
こ
と
亦
た
望
む
。

蒋
啓
仁
〈
判
印
〉

金
太
夫

【
語
釈
③
】

①
且
其
回
答
間
…
【
文
書
②
】
参
照
。

②
開
雲
浦
…
大
韓
民
国
蔚
山
広
域
市
南
区
聖
巖
洞
の
地
名
。

③
所
等
伊
川
…
未
詳
。『
慶
尚
道
続
撰
地
理
誌
』
の
慶
尚
道
・
蔚
山
郡
「
漁
梁
」
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項
に
「
郡
南
所
等
伊
川
防
箭
」
と
あ
り
、
蔚
山
郡
南
部
の
川
か
。

④
犯
越
…
「
国
境
を
越
え
て
他
国
に
侵
入
す
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮

語
辞
典
』）

【
文
書
④
】

海
上
之
会
、
使
人
耿
々
、
生
即
日
北
上
耳
、
伹

貴
将
四
封
書
中
其
一
封
、

則
乃
是
上

国
王
者
、
非
如
私
書
之
比
、
生
難
於
擅
伝
、
昨
到
中
途
、
告

諸
方
伯
、
則
方
伯
亦
以
為
難
擅
、
故
不
敢
帯
去
即
欲
還
上
、
而
恐
或
浮

沈
、
姑
此
留
置
、
俟
回
当
即
奉
還
、
勿
咎
々
、
余
在
早
晩
再
叙
臨
行
、

不
宣
、

丁
酉
正
月
念
七
日

【
訓
読
④
】

海
上
の
会
①

、
人
を
し
て
耿
耿
た
ら
し
む
②

。
生
③

即
日
北
上
す
る
の
み
。
但
し
貴

た
て
ま
つ

将
の
四
封
書
中
そ
の
一
封
、
則
ち
乃
ち
是
を
国
王
に
上
る
は
、
私
書
④

の
ご
と
き

か
た

き
の
う

こ
れ

の
比
に
非
ず
。
生
擅
伝
⑤

す
る
は
難
し
。
昨
中
途
に
到
り
、
諸
を
方
伯
⑥

に
告
げ

お
も
へ
ら

れ
ば
、
則
ち
方
伯
亦
以
為
く
、
擅
に
し
難
し
。
故
に
敢
え
て
帯
び
去
ら
ず
即
ち
還

し
ば
ら

か
え

上
せ
ん
と
欲
す
。
而
れ
ど
も
或
い
は
浮
沈
⑦

を
恐
れ
、
姑
く
此
を
留
置
す
。
回
り

て
当
に
即
ち
奉
還
す
べ
き
を
俟
て
。
咎
む
勿
か
れ
、
々
。
余
は
早
晩
の
再
叙
臨
行

に
在
り
。
不
宣
。

丁
酉
正
月
念
七
日

【
語
釈
④
】

①
海
上
之
会
…
加
藤
清
正
が
再
び
渡
海
し
、
接
触
し
て
き
た
事
を
指
す
か
。

②
耿
耿
…
「
不
安
で
眠
れ
な
い
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
生
…
「
小
生
」
の
意
の
一
人
称
。（『
朝
鮮
語
大
辞
典
』）

④
私
書
…
「
一
私
人
の
書
状
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑤
擅
伝
…
「
擅
」
は
「
ほ
し
い
ま
ま
。
ほ
し
い
ま
ま
に
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑥
方
伯
…
観
察
使
の
別
称
。「
観
察
使
」
は
道
の
長
官
と
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ

れ
た
地
方
官
で
、
監
営
で
政
務
に
従
事
し
、
定
期
的
に
道
内
を
巡
察
し
て
管
下
の

地
方
官
を
監
督
し
た
。（
六
反
田
豊
「
朝
鮮
初
期
」、
李
成
市
ほ
か
編
『
朝
鮮
史
』

一
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
一
〇
頁
。）
観
察
使
は
道
に
一
人
の
た
め
、

「
諸
」
は
代
名
詞
と
し
て
処
理
し
た
。

⑦
浮
沈
…
「
書
信
の
受
信
人
に
達
せ
ざ
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞

典
』）

【
文
書
⑤
】

奉

書
、
審
得

示
意
、
慰
々
、
聞

天
朝
勅
諭
、
沈

冊
使
近
得

南
下
、
蓋
為
両
国
修
好
未
完
故
也
、
我
国
只
竢

天
朝
分
付
而
己
、
諸
将

豈
有
他
意
、
但
清
正
率
兵
航
海
到
、
即
殺
掠
辺
上
民
人
・
船
隻
、
其
意

難
測
、
此
辺
水
陸
豈
可
無
備
乎
、
想
舟
師
、
為
此
進
泊
耳
、
如
有
欲

言
下
妨
、
更
通
、
当
具
禀
于

冊
使
処
之
、
不
宣
、

万
暦
二
十
五
年
二
月
十
三
日

蔚
山
郡
守

金
太
虚

【
訓
読
⑤
】

（
明
）

（
沈
惟
敬
）

書
を
奉
り
、
審
ら
か
に
示
意
を
得
る
、
慰
々
。
天
朝
①

の
勅
諭
②

を
聞
く
に
、
沈
冊
使

（
日
朝
）

（
朝
鮮
）

近
く
南
下
す
る
を
得
る
。
蓋
し
両
国
修
好
未
完
た
る
の
故
な
り
。
我
が
国
只
だ
天

朝
の
分
付
③

を
竢
つ
の
み
。
諸
将
豈
に
他
意
有
ら
ん
。
但
し
清
正
兵
を
率
い
て
航

海
し
到
り
、
即
ち
辺
上
④

民
人
・
船
隻
を
殺
掠
す
。
其
の
意
、
測
り
難
し
。
此
の

辺
の
水
陸
豈
に
備
え
無
か
る
べ
け
ん
や
。
舟
師
を
想
い
、
此
れ
が
為
に
進
泊
す
る
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つ
ぶ

の
み
。
も
し
言
下
⑤

に
妨
げ
ん
と
欲
す
る
有
ら
ば
、
更
に
通
ぜ
よ
。
当
に
具
さ
に

冊
使
に
禀
し
て
之
を
処
す
べ
し
。
不
宣
。

万
暦
二
十
五
年
二
月
十
三
日

蔚
山
郡
守

金
太
虚

【
語
釈
⑤
】

①
天
朝
…
明
。

②
勅
諭
…
「
帝
王
の
宣
諭
す
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

③
分
付
…
「
吩
附
」
に
同
じ
。「
命
令
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

④
辺
上
…
「
辺
上
重
地
」
で
「
国
境
の
要
地
」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞

典
』）
こ
こ
で
は
、「
国
境
」
の
意
味
か
。

⑤
言
下
…
「
言
葉
の
終
る
か
終
ら
ぬ
か
の
時
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

【
文
書
⑥
】

封
シ
メ

金
太
夫

正

答
西
生
浦
副
将
書

金
太
虚

回
舟
渡
頭
先
訪
故
、
旧
深
慰

厚
意
、
我
之
求
見
将
軍
、
甚
於
将
軍
之

求
見
我
也
、
而
自
去
冬
、
身
得
重
病
迄
未
差
、
復
将
軍
、
豈
知
此
中
虚
偽
、
茲

以
強
病
、
進
去
于
蔚
山
江
頭
、
将
軍
其
枉
旆
焉
、
慎
勿
負
、
幸
甚
、

丁
酉
二
月
十
四
日

【
訓
読
⑥
】

（

金

太

夫

）

正
①

西
生
浦
副
将
②

に
答
え
る
書

金
太
虚

（
加
藤
清
正
）

舟
を
渡
頭
③

に
回
ら
し
、
先
ず
故
旧
を
訪
ね
る
。
厚
意
に
深
慰
す
。
我
の
将
軍
に

見
え
ん
と
求
め
る
は
、
将
軍
の
我
に
見
え
ん
と
求
む
よ
り
も
甚
だ
し
き
な
り
。
し

つ
い

か
れ
ど
も
去
る
冬
よ
り
、
身
に
重
病
を
得
、
迄
に
未
だ
差
さ
ず
。
復
た
将
軍
、
豈

に
此
中
の
虚
偽
を
知
ら
ん
や
。
茲
に
強
病
を
以
て
、
蔚
山
江
頭
④

に
進
み
去
り
、

は
た

ま

将
軍
其
の
旆
を
枉
げ
よ
⑤

。
慎
み
て
負
う
勿
れ
、
幸
甚
。

【
語
釈
⑥
】

①
正
…
未
詳
。
副
本
で
は
な
く
正
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
符
牒
か
。「
明
人
某
書

状
」（『
唐
将
書
帖
』
坤
、
二
八
号
文
書
。
朝
鮮
総
督
府
編
『
唐
将
書
帖
・
唐
将
詩

画
帖
解
説
』
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
四
年
、
二
二
〜
二
三
頁
。
朝
鮮
総
督
府
編

『
唐
将
書
帖

坤
』
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
四
年
、
一
五
〜
一
六
頁
。）
の
冒
頭
に
、

別
筆
で
「
正
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

②
西
生
浦
副
将
…
金
太
夫
。『
宣
祖
実
録
』
巻
六
一
、
二
八
年
（
一
五
九
五
）
三

月
甲
戌
条
「
清
正
副
将
喜
八
」
と
あ
る
。

③
渡
頭
…
「
渡
し
場
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

④
江
頭
…
「
江
辺
の
渡
し
場
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

⑤
枉
旆
…
「
枉
」
は
「
ま
げ
る
。」「
旆
」
は
「
は
た
。」「
旋
旆
」
に
「
軍
隊
を
ひ

き
か
へ
す
こ
と
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
の
意
味
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、「
加

藤
清
正
の
軍
隊
を
引
き
返
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
軍
旗
を
降
ろ
さ
せ
、
軍
事
行
動
を

停
止
さ
せ
る
こ
と
」
な
ど
を
意
味
す
る
か
。

【
文
書
⑦
】金

大
夫

節
下

上
状

自
従

京
城
今
始
回
還
前
、
於
上

京
之
日
落
馬
、
仍
傷
臥
経
六
日

以
此
違
期
良
恨
々
、
松
雲
近
日
当
到
輿
之
偕
徃
是
計
、
而

将
軍
必
嫌
我
遅
滞
故
、
明
日
当
徃
面
叙
為
料
、
余
都
在

奉

話
、
不
宣
、
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【
訓
読
⑦
】

金
大
夫
節
下

上
状
①

（
漢
城
）

な

京
城
よ
り
今
始
め
て
回
還
す
る
よ
り
前
、
上
京
の
日
に
落
馬
す
。
仍
お
傷
臥
し
て
、

（
惟
政
）

六
日
を
経
る
。
此
れ
を
以
て
期
を
違
う
。
良
恨
、
々
。
松
雲
近
日
ま
さ
に
之
に
到

と
も

（
加
藤
清
正
）

輿
し
、
偕
に
徃
き
て
是
計
す
べ
し
。
し
か
る
に
、
将
軍
必
ず
我
が
遅
滞
を
嫌
う

す
べ

が
故
、
明
日
ま
さ
に
徃
き
て
面
叙
し
、
料
②

を
為
す
べ
し
。
余
は
都
て
奉
話
に
在

り
。
不
宣
。

【
語
釈
⑦
】

①
上
状
…
「
敬
意
又
は
弔
意
を
表
す
る
書
翰
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞

典
』）

②
料
…
「
お
し
計
る
。
か
ん
が
へ
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

【
文
書
⑧
】金

大
夫

陣
下

近
日
相
阻
、
良
恨
々
、
松
雲
師
前
日
送
書
于
我
曰
、
二
月
晦
到
慶
州
、

三
月
初
徃
于
西
生
、
故
将
此
意
伝
之
者
、
而
伝
聞
行
到
金
山
之
地

駆
馳
遠
路
、
労
熱
兼
發
臥
苦
数
日
、
幸
得
小
差
、
今
明
日
当
到

云
故
、
我
亦
出
途
苦
待
来
、
則
不
移
時
日
可
令
即
通
為
料
、
余

近
当

奉
話
、
不
宣
、

丁
酉
三
月
初
七
日

【
訓
読
⑧
】

金
大
夫

陣
下

（
惟
政
）

み
そ
か

近
日
相
阻
む
。
良
恨
、
々
。
松
雲
師
前
日
書
を
我
に
送
り
て
曰
く
、
二
月
晦
に

も

て
え
り

慶
州
に
到
り
、
三
月
初
に
西
生
に
徃
く
。
故
に
こ
の
意
を
将
て
之
に
伝
へ
よ
者
。

し
か
る
に
、
伝
聞
す
る
に
、
金
山
①

の
地
に
行
到
し
、
遠
路
を
駆
馳
し
、
労
熱
兼

き
ょ
う

発
し
て
数
日
を
臥
苦
す
る
も
、
幸
い
に
し
て
小
差
す
る
を
得
る
。
今
明
日
当
に

到
る
べ
し
と
云
へ
り
。
故
に
、
我
亦
た
出
途
②

す
る
を
苦
待
し
③

、
来
た
ら
ば
則
ち

時
日
を
移
さ
ず
即
ち
通
じ
て
料
を
為
さ
し
む
べ
し
。
余
は
近
く
当
に
奉
話
す
べ
し
。

不
宣
。丁

酉
三
月
初
七
日

【
語
釈
⑧
】

①
金
山
…
郡
の
名
前
。
現
在
の
慶
尚
北
道
金
陵
郡
と
金
泉
市
の
地
域
に
あ
っ
た
。

（
檀
国
大
学
編
『
韓
漢
辞
典
』）

②
出
途
…
「
か
ど
で
。
旅
立
ち
。
出
程
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
苦
待
…
「
鶴
首
し
て
待
つ
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

【
文
書
⑨
】

（
将
ヵ
）

奉
答

日
本
得
金
太
夫

麾
下

承

書
得
知
平
安
慰
々
、
松
雲
師
先
声
当
刻
到
来
故
、
先
付
以
送

来
、
即
徃
陣
正
期
、
亦
適
為
料
、
余

奉
話
、
不
宣
、

丁
酉
暮
春
旬
二

蒋
主
簿
判
印

日
本
金
太
夫

麾
下

【
訓
読
⑨
】

奉
答

日
本
将
金
太
夫
①

麾
下

書
を
承
り
、
平
安
を
得
知
す
。
慰
々
。
松
雲
師
当
刻
到
来
す
る
を
先
声
②

す
る
故
、

た
ま
た
ま

先
付
し
て
以
て
送
来
す
。
即
ち
、
陣
に
徃
き
て
期
を
正
し
、
亦
た
適
料
を
為
さ
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ん
。
余
は
奉
話
せ
ん
。
不
宣
。

（
四
月
）（
十
二
日
）

丁
酉
暮
春
旬
二

蒋
主
簿
③

判
印

日
本
金
太
夫

麾
下

【
語
釈
⑨
】

①
日
本
将
金
太
夫
…
底
本
は
「
日
本
得
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
日
本
将
」
に
校

訂
す
る
。

②
先
声
…
「
事
の
起
る
前
に
伝
は
る
噂
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

③
主
簿
…
「
各
官
衙
の
郎
官
職
の
一
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

【
文
書
⑩
】

四
溟
大
禅
師
北
海
松
雲
、
曾
入
九
華
峰
、
方
欲
調
病
、
適
聞

大
上
官
要
与
相
見
云
、
罔
昼
夜
下
来
、
至
中
路
、
得
發
吟
証
、
臥
呻
、

塁
日
至
廢
食
飲
、
似
違

上
官
所
候
之
日
、
漸
慮
�
�
、
望
時

当
強
病
馳
到
慶
州
、
欲
与

上
官
叙
候
矣
、
惟

大
上
官
遅
之
、

皇
明
万
暦
二
十
五
年
三
月
初
一
日

松
雲
在
金
陵
途
中
先
送
声
也

印

印

清
正
大
上
官
大
将
軍
西
生
浦
営
下

【
訓
読
⑩
】

と
と
の

四
溟
大
禅
師
北
海
松
雲
①

、
曾
て
九
華
峰
②

に
入
る
。
方
に
病
を
調
え
ん
と
欲
す
る

た
ま
た
ま（
加
藤
清
正
）

あ
ず
か

な

に
、
適
大
上
官
、
相
見
に
与
る
こ
と
を
要
す
る
と
云
え
る
を
聞
く
に
、
昼
夜
罔

く
下
来
し
、
中
路
に
至
り
、
發
吟
③

の
証
を
得
、
臥
呻
④

し
て
、
累
日
食
飲
を
廃
す

る
に
至
り
、
上
官
の
候
ず
る
所
の
日
に
違
う
に
似
た
り
。
漸
慮
々
々
。
望
時
⑤

、

（
慶
尚
道
）

当
に
強
病
し
て
慶
州
に
馳
せ
到
り
、
上
官
と
叙
候
せ
ん
と
欲
す
べ
し
。
惟
だ
大
上

官
、
之
に
遅
る
⑥

。

皇
明
万
暦
二
十
五
年
三
月
初
一
日

松
雲
金
陵
⑦

に
在
り
て
途
中
先
ず
送
声

す
る
な
り
。

印

印

清
正
大
上
官
大
将
軍
西
生
浦
営
下

【
語
釈
⑩
】

※
「
曾
入
…
罔
昼
夜
下
来
」
…
『
宣
祖
実
録
』
巻
八
六
、
三
〇
年
（
一
五
九
七
）

三
月
庚
申
条
の
権
慄
状
啓
に
引
用
さ
れ
る
金
応
瑞
馳
報
に
「
三
月
初
九
日
、
就
高

霊
県
、
於
清
正
陣
、
先
声
入
送
曰
「
松
雲
曽
入
九
華
峯
、
方
欲
調
病
、
適
聞
大
上

官
要
与
相
見
、
罔
昼
夜
下
来
。」」
と
類
似
の
表
現
が
あ
る
。

①
四
溟
大
禅
師
北
海
松
雲
…
松
雲
大
師
惟
政
。【
解
題
】
参
照
。

②
九
華
峰
…
九
華
山
（
慶
尚
北
道
金
泉
市
京
洞
）。
中
国
安
徽
省
の
仏
教
の
聖
地

で
あ
る
九
華
山
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
。

③
發
吟
…
「
吟
」
は
「
う
め
く
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
、
病
気
に
苦
し

ん
で
う
め
き
声
を
あ
げ
る
意
味
か
。

④
臥
呻
…
「
呻
」
は
「
う
め
く
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
、
倒
れ
伏
し
て

う
め
き
声
を
あ
げ
る
意
味
か
。

⑤
望
日
…
「
陰
暦
十
五
日
の
称
」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

⑥
惟
大
上
官
遅
之
…
語
義
未
詳
。
あ
る
い
は
脱
文
あ
る
か
。

⑦
金
陵
…
慶
尚
道
金
山
郡
の
別
名
。（『
世
宗
実
録
』
巻
一
五
〇
、
地
理
志
、
慶
尚

道
・
尚
山
牧
・
金
山
郡
）
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【
文
書
⑪
】

遊
撃
書
文

欽
差
副
府
沈

諭

先
鋒
清
正
知
之
、

本
月
二
十
六
日
接
来
書
、
知

先
鋒
欲
見

本
府
、
本
府
亦
欲
一
見
与

先
鋒
、
善
作
皈
計
、
以
完
調

之
任
、
只
縁
目
下

経
略
朝
鮮
尚
書
刑
老

・

経
理
朝
鮮
都
御
史
楊
老

・

鎮
守
朝
鮮
大
都
督

麻
老

・
併
及
副
総
兵
参
遊
諸
将
、
一
時
来
到
、
係

〔
請
ヵ
〕

本
府
分
当
迎
候
、
精
待
接
見
之
後
、

本
府
即
可
東
都
臨
慶
州
矣
、
我

天
朝
統
馭
属
国
、
自
有
大
體
、
出
於
礼
法
之
外
、

決
不

容
忍
、
為
之

先
鋒
亦
須
知
此
大
體
、
始
終
耐
守
、
与
正
成
・
行
長
合

ヽ
意
成
、
図
修
睦
隣
好
、
則

貴
国
之
幸
、

先
鋒
之
幸
、
餘
俟
再
布
、

不
宣

遊
撃
印

空

印

【
訓
読
⑪
】

遊
撃
書
文

（
惟
敬
）

欽
差
副
府
沈
①

諭
す
②

。

（
加
藤
）

（
五
月
ヵ
）

（
沈
惟
敬
）

ま
み

先
鋒
清
正
之
を
知
れ
。
本
月
二
十
六
日
来
書
に
接
し
、
先
鋒
本
府
③

に
見
え

ま

な

ん
と
欲
す
る
を
知
る
。
亦
た
本
府
先
鋒
と
一
見
し
、
善
く
皈
計
④

を
作
し
、

た

以
て
調
⑤

の
任
を
完
う
せ
ん
と
欲
す
。
只
だ
目
下
経
略
朝
鮮
尚
書

（
邢
玠
）

（
楊
鎬
）

（
麻
貴
）

お

刑
老
⑥

・
経
理
朝
鮮
都
御
史
楊
老
⑦

・
鎮
守
朝
鮮
大
都
督
麻
老
⑧

、
併

よ及
び
副
総
兵
・
参
遊
⑨

の
諸
将
一
時
来
到
す
る
に
縁
り
て
、
本
府
分
に
係
り

て
、
当
に
迎
候
し
請
待
⑩

接
見
の
後
、
本
府
則
ち
東
都
し
て
慶
州
に
臨
む
べ

し
。
我
が
天
朝
属
国
を
統
馭
⑪

し
、
自
ら
大
礼
有
り
て
、
礼
法
の
外
に
出
づ

る
を
決
し
て
容
認
せ
ず
。
之
が
た
め
に
、
先
鋒
亦
須
ら
く
こ
の
大
礼
を
知
り
、

（
寺
沢
）

（
小
西
）

始
終
耐
守
し
、
正
成
・
行
長
⑫

と
合
意
し
て
修
睦
隣
好
を
図
る
を
成
さ
ば
、

則
ち
貴
国
の
幸
、
先
鋒
の
幸
余
り
あ
り
。
再
布
を
俟
て
。
不
宣
。
遊
撃
印

空
印
⑬

【
語
釈
⑪
】

①
欽
差
副
府
沈
…
冊
封
副
府
（【
史
料
⑫
】）
沈
惟
敬
。【
解
題
】
参
照
。

②
諭
…
明
代
の
文
書
形
式
の
一
種
。
明
朝
に
お
い
て
は
衙
門
（＝

役
所
）
の
長
官

が
役
所
の
構
成
員
や
民
衆
な
ど
に
対
し
て
命
令
・
通
達
を
す
る
際
に
用
い
た
下
行

文
（
下
達
文
書
）
で
あ
る
。（「
古
代
公
文
種
類
」、
徐
豔
華
ほ
か
編
『
簡
明
公
文

類
編
』
経
済
科
学
出
版
社
（
中
国
上
海
・
中
国
語
）、
二
〇
一
五
年
。）
転
じ
て
、

明
将
が
日
本
人
に
対
し
て
命
令
・
伝
達
を
行
う
際
の
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

③
本
府
…
沈
惟
敬
の
自
称
。「
本
」
は
「
平
行
文
・
下
行
文
中
に
お
い
て
、
自
己

の
官
職
の
略
称
に
冠
し
て
自
称
と
す
る
。」（「『
歴
代
宝
案
』
を
読
む
た
め
の
用
語

解
説
」『
歴
代
宝
案
訳
注
本
第
二
冊
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
七
年
。）

④
皈
計
…
「
帰
る
計
略
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
、
日
本
軍
の
撤
兵
に
向

け
た
交
渉
を
意
味
す
る
か
。

⑤
調

…
「

」
は
「
兵
器
を
を
さ
め
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

⑥
経
略
朝
鮮
尚
書
刑
老

…
邢
玠
。『
神
宗
実
録
』
万
暦
二
五
年
（
一
五
九
七
）

三
月
己
未
条
に
、「
陞
二

兵
部
左
侍
郎
邢
玠
一

為
二

兵
部
尚
書
兼
都
察
院
右
副
都
御
史
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右
仰
南
原
撥

發
行

此
係
緊
急
軍
務
、
仰

舗
司
兵
作
速
逓
至

万
暦
二
十
五
年
六
月
初
一
日
辰
時

豊

臣

清

正

当
官
開
折
、
如
有
稽

傍
註
到
日
、
季
終
類
繳

遅
擦
損
、
査
究
如
律
、

欽

差

冊

封

副

府

封

総
督
薊
遼
保
定
軍
務
兼
理
粮
餉
経
畧
禦
倭
一

」
と
あ
る
。

⑦
経
理
朝
鮮
都
御
史
楊
老

…
楊
鎬
。『
神
宗
実
録
』
万
暦
二
五
年
（
一
五
九

七
）
三
月
乙
巳
条
に
「
陞
二

山
東
右
参
政
楊
鎬
一

為
二

都
察
院
右
僉
都
御
史
経
理
朝

鮮
軍
務
一

」
と
あ
る
。

⑧
鎮
守
朝
鮮
大
都
督
麻
老

…
麻
貴
。『
神
宗
実
録
』
万
暦
二
五
年
（
一
五
九

七
）
二
月
丙
子
条
に
「
命
二

原
任
鎮
守
延
綏
等
処
総
兵
官
署
都
督
同
知
麻
貴
一

以
二

原
官
一

充
二

備
倭
総
兵
官
一

」
と
あ
る
。

⑨
副
総
兵
参
遊
…
「
参
遊
」
は
、「
参
将
・
遊
撃
」（『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞

典
』）。
副
総
兵
・
参
将
・
遊
撃
は
い
ず
れ
も
総
兵
の
も
と
に
編
成
さ
れ
た
。

⑩
請
待
…
原
文
は
「
精
待
」。
意
味
不
通
の
た
め
「
請
待
」
に
改
め
た
。「
請
待
」

は
「
客
を
待
接
す
る
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

⑪
統
馭
…
「
す
べ
を
さ
め
る
。
統
御
に
同
じ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑫
正
成
・
行
長
…
寺
沢
正
成
・
小
西
行
長
。
い
ず
れ
も
朝
鮮
半
島
に
渡
海
し
、
交

渉
を
継
続
し
て
い
た
。（
鳥
津
亮
二
『
小
西
行
長
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

一
七
三
―
一
七
五
頁
、
佐
島
顕
子
「『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
収
載
日
本
人
名
に
見
る

豊
臣
政
権
」、
山
本
博
文
編
『
法
令
・
人
事
か
ら
見
た
近
世
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム

の
研
究
』
科
研
費
報
告
書
、
二
〇
一
五
年
。）

⑬
空
印
…
印
を
予
め
押
し
て
お
く
こ
と
。

【
文
書
⑫
】

ヲ
モ
テ

ウラ【
訓
読
⑫
】

（
表
・
上
段
）

右
南
原
①

に
仰
せ
て
撥
せ
し
め
②

、
発
行
す
。

万
暦
二
十
五
年
六
月
初
二
日

豊
臣
清
正

到
日
③

を
傍
註
し
、
季
④

終
わ
り
な
ば
、
類
繳
せ
よ
⑤

。

（
表
・
下
段
）

（
加
藤
清
正
）

此
れ
緊
急
軍
務
に
係
る
。
舗
司
兵
⑥

に
仰
せ
て
、
速
逓
⑦

を
作
さ
し
め
、
当
官
⑧

に

至
り
て
開
折
せ
し
め
よ
。
も
し
稽
遅
⑨

擦
損
⑩

有
ら
ば
、
査
究
す
る
こ
と
律
の
ご
と

く
せ
よ
。

（
裏
）

欽
差
冊
副
府
封
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【
語
釈
⑫
】

〔
表
・
上
段
〕

①
南
原
…
朝
鮮
の
地
名
。
南
原
府
か
。

②
撥
…
「
分
遣
、
分
か
つ
こ
と
。」（『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』）

③
到
日
…
「
到
」
は
「
他
機
関
か
ら
の
文
書
が
、
あ
る
期
間
に
到
着
し
た
こ
と
を

あ
ら
わ
す
語
」（「『
歴
代
宝
案
』
を
読
む
た
め
の
用
語
解
説
」。）

④
季
…
「
三
月
を
一
季
と
い
ふ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
六
月
末
か
。

⑤
類
繳
…
「
類
」
は
「
ま
と
め
て
い
く
つ
か
の
案
件
な
ど
を
一
緒
に
処
理
す
る
こ

と
を
あ
ら
わ
す
語
」（「『
歴
代
宝
案
』
を
読
む
た
め
の
用
語
解
説
」。）「
繳
」
は

「
人
民
か
ら
官
庁
に
、
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関
に
税
物
・
文
書
な
ど
を
納
付
ま

た
は
返
納
す
る
こ
と
」（
同
前
）。
こ
こ
で
は
「（
季
末
に
）
受
け
と
っ
た
他
の
文

書
を
ま
と
め
て
返
却
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
か
。

〔
表
・
下
段
〕

⑥
舗
司
兵
…
鋪
司
兵
は
、「
鋪
司
の
下
に
働
い
て
ゐ
る
兵
士
。」
鋪
司
は
「
重
要
な

庁
・
州
・
県
に
在
っ
て
鋪
逓
の
取
扱
を
な
す
長
官
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。「
舗
は

舗
兵
、
ま
た
は
舗
兵
司
と
も
よ
ば
れ
、
急
逓
舗
に
所
属
し
て
、
官
用
通
信
の
伝
送

に
当
っ
た
。」（
和
田
清
『
明
史
食
貨
志
訳
註
上
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
七
年
、
二

五
一
頁
。）

⑧
当
官
…
こ
こ
で
は
宛
先
の
「
豊
臣
清
正
」
を
指
す
。

⑨
稽
遅
…
「
と
ど
ま
つ
て
行
か
ぬ
こ
と
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑩
擦
損
…
す
り
減
ら
す
こ
と
。（『
歴
代
宝
案
』）

【
文
書
⑬
】

瘴
暑
方
漲
、

大
将
軍
陣
況
何
如
、
恋
仰
斯
切
日
者
、
蒋
啓

仁
還
来
、
将
見

珎
札
、
如
接

眉
宇
、
礙
膺
之
念
、
如
釈
春
氷

多
賀
々
々
、
旦

書
中
多
少

示
意
、
我
不
欲
不
如

将
軍
之
意
、
少
勢
至
此
、
是
亦
天
也
、
奈
何
、
松
雲
承
度

落
傷
満
身
艾
炙
、
将
登
火

、
恐
失
重
叙
言
念
及
、
此

方
寸
擾
々
、
雖
然

冊
使
老

将
東
都
向
去
、
欲
与

将
軍
、
做
一
夜
良
晤
、
当
是
時
、
必
松
雲
亦
欲
従
之
、
謹
惟

将
軍
領
亮
、

敬
復
、

万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日

北
海
松
雲
言

清
正
大
上
官

西
生
浦

【
訓
読
⑬
】

み
な
ぎ

（
加
藤
清
正
）

瘴
暑
①

方
に
漲
る
。
大
将
軍
の
陣
況
何
如
。
恋
し
く
斯
く
仰
ぐ
こ
と
切
な
り
。
日

（
蒋
希
春
）

び

う

者
②
、蒋
啓
仁
還
り
来
る
。
将
に
珎
札
を
見
ん
と
す
る
に
、
眉
宇
に
接
す
る
③

が
如

げ
よ
う

と

し
。
礙
膺
④

の
念
、
春
氷
の
釈
け
る
が
如
し
。
多
賀
々
々
。
且
つ
書
中
多
少
示
意
、

し

い
か
ん

我
将
軍
の
意
に
如
か
ざ
る
を
欲
せ
ず
。少
勢
此
に
至
る
。是
れ
亦
た
天
な
り
。奈
何
。

松
雲
承
度
落
傷
満
身
に
し
て
、
艾
炙
⑤

し
て
将
に
火
⑥

を
登
ら
ん
と
す
。
失
を
恐

（
沈
惟
敬
）

れ
、
重
ね
て
叙
言
し
て
念
及
し
、
此
の
方
寸
⑦

擾
⑧々

。
然
り
と
雖
も
、
冊
使
老

な

将
に
東
都
し
て
向
去
し
、
将
軍
と
一
夜
の
良
晤
を
做
さ
ん
⑨
⑩

と
す
べ
し
。
是
の
時

に
当
た
り
、
必
ず
松
雲
ま
た
之
に
従
わ
ん
と
欲
す
。
謹
ん
で
将
軍
の
領
亮
を
惟
う
。

敬
復
。
万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日

北
海
松
雲
言
う

清
正
大
上
官

西
生
浦

【
語
釈
⑬
】

①
瘴
暑
…
「
瘴
」
は
「
山
川
の
毒
気
に
中
つ
て
お
こ
る
熱
病
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

「
熱
病
を
起
こ
す
ほ
ど
の
暑
さ
」
と
い
っ
た
意
味
か
。

②
日
者
…
「
さ
き
に
は
。
さ
き
の
日
」（『
大
漢
和
辞
典
』）
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③
接
眉
宇
…
『
少
林
無
孔
笛
』
巻
之
五
偈
頌
―
一
〇
二
、「
答
一
雲
叟
并
序
」
に
、

「
啓
扃
而
接
眉
宇
」
と
あ
り
、
芳
澤
勝
弘
氏
は
「
会
っ
て
見
る
と
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
（
芳
澤
勝
弘
編
著
『
東
陽
英
朝

少
林
無
孔
笛
訳
注
三
』
思
文
閣
出
版
、
二

〇
二
〇
年
、
三
三
三
〜
三
三
七
頁
）。
対
面
し
て
接
す
る
こ
と
の
意
か
。

④
礙
膺
…
「
胸
に
つ
か
え
た
も
の
」（『
禅
語
大
辞
典
』）

⑤
艾
炙
…
「
艾
」
は
「
蓬
」。

⑥
火

…
「
火
炎
に
同
じ
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

⑦
方
寸
…
「
心
を
い
ふ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑧
擾
々
…
「
み
だ
れ
る
さ
ま
。
ご
た
つ
き
さ
わ
ぐ
さ
ま
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑨
做
…
「
つ
く
る
。
な
す
。
作
の
俗
字
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑩
良
晤
…
「
晤
」
は
「
あ
ふ
。
む
か
ふ
。
対
面
す
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

【
史
料
⑭
】

臨
別
初
心
、
不
日
還
入

貴
営
、
重
叙
所
期
事
与
心
違
慚
悵
云
々
、

書
中
三
万
示
意
、
我
非
不
知
、
亦
不
欲
不
従
事
勢
、
自
至
於
如
此

（
如
ヵ
）

将
欲
百
計
図
、
之
奈
、

天
兵
沓
至
非
我
等
巻
謀
於
其
間
、
欲

与

冊
使
沈

同
入
慶
州
寺

上
官
相
議
、
従
好
断
之
千

万
計
料
、
松
雲
及
蒋
啓
仁
与

上
官
同
意
、
大
欲
成
事
、
而
我

等
亦
空
去
空
来
事
不
易
成
、
恨
々
、
奈
何
々
々
、
余
在
蒋
啓
仁

口
伸
、
不
敢
可
々
、
松
雲
病
不
能
執
筆
借
書
、
只
此
惟

副
将
軍
亮
之
、

万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日
北
海
松
雲
言

副
将
軍
金
太
夫
足
下

西
生
浦

【
訓
読
⑭
】

臨
別
①

の
初
心
、
不
日
貴
営
に
還
入
し
、
重
ね
て
期
す
る
所
を
叙
す
。
事
と
心
と

違
ふ
こ
と
、
慚
悵
②

す
と
云
々
。
書
中
三
万
の
示
意
、
我
知
ら
ざ
る
に
非
ず
。
亦

た
事
勢
に
従
わ
ざ
る
を
欲
せ
ず
。
此
の
如
き
に
至
る
に
自
り
、
将
に
百
計
を
図
ら

（
明
軍
）

ん
と
欲
す
。
如
奈
③

。
天
兵
の
沓
至
り
て
、
我
等
其
の
間
に
巻
謀
す
る
に
非
ず
。

（
沈
惟
敬
）

（
慶
尚
道
）

冊
使
沈

に
与
し
て
同
じ
く
慶
州
の
寺
に
入
り
、
上
官
と
相
議
さ
ん
と
欲
す
。
好

（
惟
政
）

（
蒋
希
春
）

（
加
藤
清
正
）

断
の
千
万
計
料
に
従
い
、
松
雲
及
び
蒋
啓
仁
、
上
官
と
同
意
し
、
大
い
に
事
を

成
さ
ん
と
欲
す
。
而
れ
ど
も
我
等
亦
た
空
去
空
来
の
事
易
す
く
成
ら
ず
。
恨
々
、

奈
何
、
々
々
。
余
は
蒋
啓
仁
の
口
伸
に
在
り
。
敢
え
て
可
な
ら
ず
。
々
。
松
雲
病

み
て
執
筆
す
る
能
わ
ず
し
て
、
書
を
借
る
。
只
だ
此
れ
惟
だ
副
将
軍
之
を
亮
せ
。

万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日
北
海
松
雲
言
う

副
将
金
太
夫
足
下

西
生
浦

【
語
釈
⑭
】

①
臨
別
…
「
離
別
に
際
し
て
」（『
大
漢
和
辞
典
』）

②
慙
悵
…
「
慙
」
は
「
は
ぢ
る
。」。「
悵
」
は
「
い
た
む
。
う
ら
む
。
な
げ
く
。

の
ぞ
み
を
失
う
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

③
如
奈
…
原
文
「
之
奈
」。
意
味
不
通
の
た
め
、
改
め
た
。

【
史
料
⑮
】

大
士
日
南
之
釈
、
松
雲
四
溟
之
禅
、
烏
石
嶺
古
風
望
州
亭
、
明
月

吹
々
不
休
照
之
、
今
古
此
造
物
、
在
無
尽
蔵
、

吾
与

師
之
所
苦

楽
、
厭
翁
万
楽
上
、
雖
道
眼
之
無
隔
、
白
陽
大
患
身
、
盍
早
暮

之
有
思
惟
、
吾

師
眷
々
服
膺
於
本
宗
浩
句
上

無
事
道
場
不
勝
幸
甚
、
惟

大
師
勉
之
、
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皇
明
万
暦
二
十
五
年
五
月
初
六
日

松
雲
在
咸
陽
途
中
拝

文
英
大
禅
師

西
生
浦
営
下

【
訓
読
⑮
】

（
文
英
清
韓
）

（
日
本
）

（
惟
政
）

大
士
は
日
南
の
釈
。
松
雲
は
四
溟
の
禅
。
鳥
石
嶺
①

古
風
の
望
州
亭
②

。
明
月

吹
々
に
し
て
休
ま
ず
之
を
照
ら
す
。
今
古
此
の
造
物
、
無
尽
蔵
に
在
り
。
吾
と
師

と
の
苦
楽
す
る
所
、
翁
万
楽
上
を
厭
う
。
道
眼
の
隔
た
り
無
し
と
雖
も
、
白
陽
大

な
ん

い
に
身
を
患
い
、
盍
ぞ
早
暮
の
思
惟
有
ら
ざ
る
。
吾
が
師
眷
々
、
本
宗
浩
句
の
上

に
服
膺
す
。
無
事
の
道
場
幸
甚
に
勝
え
ず
。
惟
だ
大
師
之
を
勉
め
。

皇
明
万
暦
二
十
五
年
五
月
初
六
日

松
雲
咸
陽
③

の
途
中
に
在
り
。
拝
。

文
英
大
禅
師

西
生
浦
営
下

【
語
釈
⑮
】

①
烏
石
嶺
…
烏
石
山
。
福
州
（
福
建
省
）
侯
官
県
の
西
南
隅
に
あ
る
。
烏
石
嶺
と

も
。（
中
略
）
九
仙
山
と
東
西
に
対
峙
し
、
勝
景
に
富
み
、
坐
禅
石
・
天
台
橋
・

般
若
台
等
が
あ
る
。
山
の
東
に
は
神
光
寺
（
一
名
大
雲
寺
）
が
あ
り
、
唐
の
大
暦

三
年
（
七
六
八
）
の
創
建
で
、
黄
檗
希
運
の
法
嗣
烏
石
霊
観
が
住
し
た
。（『
禅
学

大
辞
典
』）

②
望
州
亭
…
福
州
（
福
建
省
）
雪
峰
山
中
に
あ
る
亭
。
山
中
二
十
三
景
と
し
て
往

時
よ
り
そ
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（『
禅
学
大
辞
典
』）

③
咸
陽
…
慶
尚
道
咸
陽
郡
。

【
史
料
⑯
】

春
晩
、
得
与

大
禅
師
電
影
中
、
打
�
藤
、
当
時
面
目

耿
々
、
如
秋
天
列
星
、
須
刻
、
不
能
忌
于

恨
也
、
又
因
蒋
者
之
還
、

将

大
禅
師
書
一
封
、
若
接
禅
客
慰
豁
、
我
恨
頗
為
嘉
也
、

若
論
此
事
言
語
道
断
、
心
行
処
滅
、
其
容
詎
擬
儀
於
其
間

哉
、
雖
然
、
理
随
事
変
、
不
能
無
言
、
謹
斯
復
不
説
々
々
、
惟

大
禅
師
当
以
不
聞
、
聞
咄
、

皇
明
万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日

北
海
松
雲
拝

鞠
二
川
処
所
伝
問
意
、
当
如

大
禅
師
所
示
而
、
伝
之

二
川
亦
感

厚
意
、
恋
々
、
不
置
、
思
欲
伝
書
勤
叙

遠
情
、
遥
倦
暑
而
不
能
令
我
通
恨
、
惟

大
禅
師
亮
之
、

文
英
大
禅
師

金
毛
床
下

【
訓
読
⑯
】

（
文
英
清
韓
）

か
っ
と
う

だ

春
晩
、
大
禅
師
に
与
し
て
電
影
中
に
�
藤
を
打
す
る
①

こ
と
を
得
る
。
当
時
の
面

（
蒋
希
春
）

目
耿
々
た
り
。
秋
天
の
列
星
の
如
く
須
刻
②

に
恨
を
忌
む
能
わ
ず
。
又
蒋
者
の
還

よ

い
か
つ

り
て
、
大
禅
師
書
一
封
を
将
て
す
る
に
因
り
て
、
禅
客
に
接
す
が
若
く
慰
豁
に
し

て
、
我
が
恨
頗
る
嘉
び
と
為
す
な
り
。
も
し
、
此
の
事
を
論
ぜ
ば
、
言
語
道
断
、

い
ず
く
ん

心
行
処
滅
、
そ
の
容
、
詎
ぞ
儀
を
そ
の
間
に
擬
す
る
か
。
然
り
と
雖
も
、
理
は

事
変
に
随
う
。
無
言
能
わ
ず
。
謹
み
て
斯
く
復
た
説
か
ず
。
々
々
。
大
禅
師
当
に

以
て
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
を
惟
う
。
聞
咄
。

皇
明
万
暦
二
十
五
年
六
月
初
五
日

北
海
松
雲
拝

鞠
二
川
④

の
処
、
伝
う
所
の
問
意
、
当
に
大
禅
師
示
す
所
の
如
く
、
之
を
伝
う
べ

し
。
二
川
亦
た
厚
意
を
感
ず
。
恋
々
。
置
か
ず
。
伝
書
し
て
遠
情
を
勤
叙
せ
ん
と

欲
し
思
う
に
、
遥
か
に
倦
暑
し
て
、
我
を
し
て
恨
を
通
ぜ
し
む
能
わ
ず
。
惟
だ
大

禅
師
之
を
亮
せ
。
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【
語
釈
⑯
】

①
打
葛
藤
…
「
打
�
藤
不
少
」
で
「
文
句
の
紛
糾
し
て
く
ど
く
ど
し
い
事
」。

（『
禅
学
大
辞
典
』）。

②
須
刻
…
「
須
」
は
「
し
ば
ら
く
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

③
慰
豁
…
「
豁
」
は
「
ふ
か
い
さ
ま
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。
慰
め
が
深
い
こ
と
。

④
鞠
二
川
…
未
詳
。
鞠
は
朝
鮮
人
の
姓
で
あ
り
、
人
名
か
。

【
史
料
⑰
】

路
畔
得
覩

来
書
、
感
慰
孔
深
、
我
途
由
咸
陽
、
今
始
到

慶
州
、
明
当
前
往

貴
営

耳
、
余
展
在

奉
晤
、
不
宣
、

丁
酉
端
月
旬
有
四
主
簿
蒋
啓
仁
判
印

奉
呈

金
大
夫
足
下

【
訓
読
⑰
】

路
畔
に
来
書
を
得
覩
し
、
感
慰
孔
深
。
我
が
途
咸
陽
①

に
由
り
て
、
今
始
め
て
慶

あ
し
た

の

州
②

に
到
る
。
明
当
に
貴
陣
に
前
往
す
べ
き
の
み
。
余
を
展
べ
る
は
、
奉
晤
②

に
在

り
。
不
宣
。（四

月
）（
十
四
日
）

丁
酉
端
月
旬
有
四
主
簿
蒋
啓
仁
判
印

金
大
夫
足
下
に
奉
呈
す

【
語
釈
⑰
】

①
咸
陽
…
慶
尚
道
咸
陽
郡
。

②
慶
州
…
慶
尚
道
。

③
奉
晤
…
「
晤
」
は
「
あ
ふ
。
む
か
ふ
。
対
面
す
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

【
語
釈
⑱
】

恋
中
、
得
見

貴
書
、
如
対

尊
禅
、
良
慰
々
々
、
所

示

書
籍
、
近
地
焚
蕩
極
甚
得
之
、
末
日
是
可
恨
也
、
余
在

奉
晤
、
不
備
、

丁
酉
季
春
旬
二

主
簿
蒋
啓
仁
判
印

奉
答

清
韓
禅
師

搨
下

【
訓
読
⑱
】

恋
中
に
貴
書
を
得
見
し
、
尊
禅
に
対
す
る
が
如
し
。
良
慰
、
々
々
。
示
す
所
の
書

籍
、
近
地
①

焚
蕩
②

す
る
こ
と
極
め
て
甚
だ
し
き
こ
と
之
を
得
る
。
末
日
是
れ
恨
む

べ
き
な
り
。
余
は
奉
晤
に
在
り
。
不
備
。

（
四
月
）（
十
二
日
）

丁
酉
季
春
旬
二

主
簿
蒋
啓
仁
判
印

清
韓
禅
師

搨
下
に
奉
答
す

【
語
釈
⑱
】

①
近
地
…
「
近
い
土
地
。
近
辺
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

②
焚
蕩
…
「
焼
失
す
る
。
や
け
て
あ
と
か
た
も
な
く
な
る
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

【
文
書
⑲
】瘴

暑
、

（
日
者
ヵ
）

大
将
軍
営
候
如
何
、
遥
切
景
仰
、
暑
因
蒋

啓
仁
来
、
得

将
軍
情
札
、
詳
審

将
示
意
、
深
用
為
謝
、
松
雲
得
語
、

沈

老
偕
往
蔚
山
川
辺
、
与
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将
軍
決
議
、
永
以
為
好
、
蒋
公
邀

沈
至
宜

春
、
被

天
朝
拿
去
、
遂
違

厚
意
、
徒
帳
望
奈
何
、
如
有

意
於
通

情
、
則
幸
勿

疑
阻
、
与

将
軍
頗
有
切
意
如
是
耳
、
敬
惟

将
軍
寛
亮
、

皇
明
万
暦
丁
酉
七
月
初
一
日

四
溟
松
雲
頓
首
印

拝
上
清
正
大
上
官

西
生
浦

【
訓
読
⑲
】

（
加
藤
清
正
）

い
か
ん

（
蒋
希
春
）

瘴
暑
①

に
し
て
、
大
将
軍
の
営
候
如
何
。
遥
切
に
景
仰
す
②

。
日
者
③

に
蒋
啓
仁
来

も

た
る
に
因
り
て
、
将
軍
の
情
札
を
得
、
示
意
を
将
て
詳
審
に
し
、
深
く
用
謝
を
為

（
惟
政
）（
沈
惟
敬
）

と
も

す
。
松
雲
沈
老
と
語
る
を
得
、
偕
に
蔚
山
川
辺
に
往
き
て
、
将
軍
と
決
議
せ
ん
と

お

も

（
蒋
希
春
）

む
か

（
明
）

す
。
永
く
好
を
以
為
い
、
蒋
公
沈
を
邀
へ
、
宜
春
④

に
至
ら
ん
と
す
る
に
、
天
朝

も

に
拿
去
せ
ら
れ
、
遂
に
厚
意
に
違
う
。
徒
な
帳
望
、
奈
何
せ
ん
。
如
し
意
を
情
に

通
ず
る
有
ら
ば
、
則
ち
幸
い
疑
阻
す
る
こ
と
勿
れ
。
将
軍
と
頗
る
切
意
有
る
こ
と

是
の
如
き
の
み
。
敬
み
て
惟
だ
将
軍
寛
亮
せ
よ
。

皇
明
万
暦
丁
酉
七
月
初
一
日

四
溟
松
雲
頓
首
印

拝
上
清
正
大
上
官

西
生
浦

【
語
釈
⑲
】

①
瘴
暑
…
「
瘴
」
は
「
山
川
の
毒
氣
に
中
つ
て
お
こ
る
熱
病
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

こ
こ
で
は
、
暑
さ
で
病
気
に
な
り
そ
う
な
ほ
ど
非
常
に
暑
い
こ
と
を
指
す
か
。

②
景
仰
…
「
慕
ひ
あ
ふ
ぐ
。
景
慕
。
仰
望
」（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
日
者
…
原
文
「
暑
」。
意
味
不
通
の
た
め
、
書
写
段
階
で
転
訛
し
た
と
判
断
し

て
校
訂
し
た
。「
日
者
」
は
「
さ
き
に
は
。
さ
き
の
日
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

④
宜
春
…
宜
寧
郡
の
別
名
。【
史
料
㉓
】
に
も
記
述
が
あ
る
。

【
文
書
⑳
】

禅
師
日
東
之
人
、
松
雲
大
夏
之
骨
、
雲
泥
有
隔
、
把
臂
似
不
容

易
、
今
此
一
咲
、
亦
是
宿
縁
、
良
以
為
幸
恩
、
与

法
眼
重
叙
寔

有
大
計
、
人
事
巧
違
、
被

天
朝
拿
沈
去
、
吾
等
急
策
、
可
為

奈
何
々
々
、
師
与
我
則
可
以
於
百
草
頭
上
、
活
眼
相
見
矣
、
所

可
恨
者
与

大
上
官
不
得
易
拝
也
、
雖
然

有
意
於
通

（
禅
師
）

情
、
則
萬
不

疑
碍
、
佳
甚
々
々
、
惟

大
単
帀
神
通
看

万
暦
丁
酉
七
月
初
一
日

径
山
俊
孫
北
海
松
雲

拝
判

上

文
英
大
禅
師
禅
搨
下

西
生
浦

【
訓
読
⑳
】

（
文
英
清
韓
）

（
惟
政
）

禅
師
は
日
東
①

の
人
、
松
雲
は
大
夏
②

の
骨
、
雲
泥
の
隔
た
り
有
り
。
把
臂
③

す
る

こ
と
容
易
な
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
今
此
れ
一
咲
。
亦
是
れ
も
宿
縁
。
良
く
以
為
ら

（
清
韓
）

ま
こ
と

（
明
）

（
沈
惟
敬
）

く
幸
恩
。
法
眼
と
重
叙
し
、
寔
に
大
計
有
り
。
人
事
④

巧
違
⑤

し
て
、
天
朝
に
沈

は
拿
せ
ら
れ
去
る
。
吾
等
策
を
急
ぎ
、
奈
何
す
べ
し
、
々
々
。
師
と
我
と
則
ち
以

こ
と

（
加
藤
清
正
）

て
百
草
頭
上
⑥

に
於
い
て
活
眼
⑦

相
見
す
べ
し
。
恨
む
べ
き
所
の
者
、
大
上
官
と
易

も

よ
ろ
ず

拝
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雖
も
、

し
意
を
通
情
有
ら
ば
、
則
ち
萬
疑

碍
⑧

せ
ざ
れ
。
佳
甚
々
々
。
惟
だ
大
禅
師
⑨

神
通
に
て
看
よ
。

万
暦
丁
酉
七
月
初
一
日

径
山
⑩

俊
孫
北
海
松
雲

拝
判

た
て
ま
つ

文
英
大
禅
師
禅
搨
下
に
上
る

西
生
浦
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【
語
釈
⑳
】

①
日
東
…
「
日
本
の
国
の
称
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）

②
大
夏
…
「
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
こ
と
。」（『
例
文

仏
教
語
大
辞
典
』）

③
把
臂
…
「
ひ
ぢ
を
と
る
。
互
い
に
親
し
み
あ
ふ
に
い
ふ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

④
人
事
…
「
人
間
社
会
の
事
柄
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑤
巧
違
…
「
意
外
の
事
故
に
よ
り
て
機
会
を
誤
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝

鮮
語
辞
典
』）

⑥
百
草
頭
上
…
「（「
百
草
」
は
、
多
く
の
草
。
転
じ
て
、
一
切
万
象
の
意
）
一
切

の
事
々
物
々
の
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
。」（『
例
文

仏
教
語
大
辞
典
』）

⑦
活
眼
…
「
活
き
た
眼
。
も
の
の
道
理
を
見
抜
く
す
ぐ
れ
た
眼
力
。」（『
禅
学
大

辞
典
』）

⑧
疑
碍
…
「
疑
い
に
よ
る
障
碍
。
疑
い
に
よ
っ
て
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
。」（『
例
文

仏
教
語
大
辞
典
』）

⑨
禅
師
…
原
文
「
単
帀
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
禅
師
」
の
旁
と
判
断
し
校
訂
し

た
。

⑩
径
山
…
「
中
国
五
山
の
一
つ
。
浙
江
省
北
部
、
杭
州
西
方
の
臨
安
県
に
あ
る
天

目
山
の
東
北
峰
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）

【
文
書
㉑
】

獲
承

来
書
、
圭
復
再
三
、
慰
浣
可
斗
、
両
国
和
平
、
豈
非
共
願
、
第

日
本
所
要
、
違
道
乖
理
故
、
俺
及
松
雲
師
前
此
屡
進
、
而
不
得
諧
耳
、

（
今
ヵ
）

将
軍
令
猶
執
此
而
不
回
、
則
俺
与
松
雲
、
雖
有
更
進
、
亦
無
益
矣
、

頃
年

冊
使
之
将
臨
日
本
、
毎
以
撤
兵
為
約
、
至
於

冊
使
往
回
之
後
、
兵
猶
不
撤
、
是
以
日
本
之
所
為
、
不
見
信
於
人
也
、

（
遣
使
ヵ
）

以
撤
兵
明
白
約
誓
、
必
無
違
指
、
則
遺
使
修
好
之
事
、
自
当

次
第
奉
行
矣
、

将
軍
誠
以
此
意
為
可
、
則
幸

回
示
一

字
、
俺
等
当
待

示
前
進
、
松
雲
師
在
山
中
、
道
路
頗
脩
、

其
回
書
未
可
速
致
、
然
想
松
雲
之
意
、
与
俺
一
般
、
須
更

謀
意

於
近
易
、
勿
以
高
遠
阻
其
好
也
、
見
彼
此
之
幸
、
豈
不
偉
哉
、
惟

将
軍
亮
察
、
余
不
宣
、

万
暦
二
十
五
年
七
月
十
二
日

平
清
正
大
上
官

【
訓
読
㉑
】

（
日
朝
）

来
書
を
獲
承
し
、
圭
復
①

す
る
こ
と
再
三
。
慰
浣
計
る
べ
し
。
両
国
和
平
、
豈
に

た

共
に
願
う
所
に
非
ず
や
。
第
だ
、
日
本
の
要
す
る
所
、
道
に
違
い
理
に
乖
く
故
、

（
蒋
希
春
）

（
惟
政
）

し
ば
し
ば

と
と
の

俺

及
松
雲
師
、
此
に
前
ん
じ
て
屡
進
む
も
、
而
し
て
諧
う
を
得
ざ
る
の
み
。

か
え

将
軍
今
②

猶
お
此
れ
に
執
し
て
回
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
俺
と
松
雲
と
更
進
有
る
と
雖

（
沈
惟
敬
）

ま
さ

つ
ね

も
、
亦
た
益
無
し
。
頃
年
冊
使
の
将
に
日
本
に
臨
み
、
毎
に
撤
兵
を
以
て
約
を
為

さ
ん
と
す
。
冊
使
往
回
の
後
に
至
り
、
兵
猶
お
撤
せ
ず
。
是
を
以
て
、
日
本
の
所

も

為
、
信
を
人
に
見
ざ
る
な
り
。

し
撤
兵
を
以
て
明
白
に
約
誓
し
、
必
ず
違
指
無

く
ん
ば
、
則
ち
遣
使
③

修
好
の
事
、
自
当
④

次
第
に
奉
行
せ
り
。
将
軍
誠
に
此
の
意

ま
さ

を
以
て
可
と
為
し
、
則
ち
幸
い
に
一
字
を
回
示
せ
ば
、
俺
等
当
に
前
進
を
示
す
べ

ひ
さ

し
。
松
雲
師
山
中
に
在
り
。
道
路
頗
る
脩
し
。
其
の
回
書
未
だ
速
致
す
べ
か
ら
ず
。

か

然
る
に
松
雲
の
意
を
想
う
に
、
俺
と
一
般
た
り
。
須
ら
く
謀
意
を
近
易
に
更
え
、

高
遠
を
以
て
其
の
好
を
阻
む
勿
か
れ
な
り
。
彼
此
の
幸
を
見
る
に
、
豈
に
偉
な
ら

ず
や
。
惟
だ
将
軍
亮
察
せ
よ
。
余
不
宣
。

万
暦
二
十
五
年
七
月
十
二
日

平
清
正
大
上
官
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【
語
釈
㉑
】

①
圭
復
…
「
人
か
ら
来
た
手
紙
を
再
三
く
り
か
へ
し
て
読
む
こ
と
。」（『
大
漢
和

辞
典
』）

②
今
…
原
文
「
令
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
今
」
に
改
め
た
。

③
遣
使
…
原
文
「
遺
使
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
遣
使
」
に
改
め
た
。

④
自
当
…
「
自
擔
に
同
じ
」。「
自
擔
」
は
「
自
ら
負
擔
す
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督

府
編
『
朝
鮮
語
辞
典
』）

【
文
書
㉒
】

別
後

禅
候
如
何
、
我
則
病
暑
弥
留
、
日
以
為
甚
、
而
午
夜
駆
馳

労
熱
兼
発
、
小
不
食

、
生
死
可
嘆
、
出
来
則
向

沈

所
駐

処
遇
見
雲
峯
途
中
、
謀
以
為
好
、
前
月
念
八
日
陪
至
宜
寧
之

地
、
不
意
被

天
朝
拿
去
、
人
事
巧
違
、
一
至
於
此
、
甚
可
恨
也
、
誠

所
恨
、
好
事
多
魔
、
与
功
虧
一
箕
者
也
、
雖
然
天
運
有
数
物
、

各
有
時
、
慎
勿
以
此
為
疑
阻
、
便
以
好
意
相
謀
、
使
得
両
国
之
幸
、

則
不
亦
楽
哉
、
惟

大
師
亮
察
、
余
不
宣
、

丁
酉
七
月
初
三

蒋
啓
仁
拝
上
判

（
榻
下
）

拝
呈

文
英
大
禅
師
搨
下

西
生
浦

判
格

【
訓
読
㉒
】

い
か
ん

別
後
①

の
禅
候
如
何
。
我
則
ち
病
暑
弥
留
し
②

、
日
に
以
っ
て
③

甚
だ
し
き
を
為
す
。

す
こ

而
る
に
午
夜
④

駆
馳
し
、
労
熱
兼
発
し
、
小
し
も
食

せ
ず
。
生
死
嘆
く
べ
し
。

（
沈
惟
敬
）

た
ま
た
ま

ま
み

出
来
し
て
即
ち
沈
老
の
駐
す
る
所
の
処
を
問
い
、
遇
雲
峯
⑤

の
途
中
に
見
え
、

お

も

（
二
十
八
日
）

謀
し
て
好
せ
ん
と
以
為
う
に
、
前
月
念
八
日
陪
し
て
宜
寧
⑥

の
地
に
至
る
に
、
不

（
明
）

い
つ

意
に
天
朝
に
拿
去
せ
ら
る
。
人
事
⑦

の
巧
違
⑧

、
一
に
此
に
至
る
。
甚
だ
し
く
恨
む

と
も

べ
き
な
り
。
誠
に
恨
む
所
は
、
好
事
魔
多
し
⑨

。
与
に
功
一
箕
に
虧
く
⑩

者
な
り
。

然
り
と
い
え
ど
も
、
天
運
に
数
物
有
り
。
各
時
有
り
て
慎
み
て
此
れ
を
以
て
疑
阻

な
か

（
日
朝
）

と
為
す
勿
れ
。
便
ち
好
意
を
以
て
相
謀
り
、
両
国
の
幸
を
得
さ
し
め
ば
、
則
ち
亦

（
文
英
清
韓
）

た
楽
し
か
ら
ず
や
。
惟
だ
大
師
亮
察
せ
よ
。
余
不
宣
。

丁
酉
七
月
初
三

蒋
啓
仁
拝
上
判

拝
呈

文
英
大
禅
師
榻
下
⑪

西
生
浦

判
格

【
語
釈
㉒
】

①
別
後
…
「
別
れ
て
か
ら
の
ち
。
一
別
以
来
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

②
弥
留
…
「
な
が
び
く
。
病
の
重
い
こ
と
。
病
が
久
し
く
身
に
留
る
意
。」（『
大

漢
和
辞
典
』）

③
日
以
…
「
日
以
」（
ひ
に
も
っ
て
）
は
「
日
に
日
に
。
以
は
而
。」（『
大
漢
和
辞

典
』）

④
午
夜
…
「
夜
の
十
二
時
。
真
夜
中
。
昼
の
十
二
時
の
午
の
転
用
。
一
節
に
午
は

五
で
、
五
夜
に
同
じ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
真
夜
中
も
」
と

い
っ
た
意
味
か
。

（
全
羅
道
）

（
慶
尚
道
）

⑤
雲
峯
…
全
羅
北
道
南
原
地
域
の
旧
地
名
。「
雲
峯
在
二

全
羅
東
界
一、
与
二

慶
尚
一

相

接
」（『
宣
祖
実
録
』
巻
五
四
、
二
七
年
（
一
五
九
四
）
八
月
乙
丑
条
）
と
あ
る
よ

う
に
、
全
羅
道
と
慶
尚
道
の
境
界
地
域
に
あ
る
。

⑥
宜
寧
…
慶
尚
道
宜
寧
郡
。

⑦
人
事
…
「
人
間
社
会
の
事
柄
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

⑧
巧
違
…
「
意
外
の
事
故
に
よ
り
て
機
会
を
誤
る
こ
と
。」（
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝

鮮
語
辞
典
』）

⑨
好
事
多
魔
…
「
よ
い
こ
と
に
は
と
か
く
邪
魔
が
は
い
り
や
す
い
。」（『
日
本
国

語
大
辞
典
』
第
二
版
）
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も
っ
こ

⑩
功
虧
一
簣
…
「（
非
常
に
高
い
築
山
を
き
ず
く
と
き
に
、
最
後
に
た
っ
た
簣
一

杯
の
土
が
足
り
な
い
だ
け
で
も
完
成
し
な
い
意
か
ら
）
長
い
間
の
努
力
も
最
後
の

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
手
違
い
か
ら
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
た
と
え
。」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
な
お
、
原
文
で
は
「
虧
」
の
旁
が
「
雇
」
に

な
っ
て
い
る
。

⑪
榻
下
…
原
文
は
「
搨
下
」。
脇
付
「
榻
下
」
の
誤
字
と
考
え
て
校
訂
し
た
。「
書

簡
の
脇
付
の
一
つ
。
宛
名
の
脇
に
書
い
て
、
敬
意
を
表
わ
す
こ
と
ば
。
僧
な
ど
に

あ
て
る
手
紙
に
用
い
る
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）

【
文
書
㉓
】

書
来
、
得
審

平
候
、
喜
慰
々
々
、
我
病
猶
未
歇
、
将
不
支

吾
可
向
々
々
、
今
者
雖
欲
往
叙
所
恨
、
而
惟
恐

大
上
官
之

要
、
仍
前
高
遠
之
執
一
故
、
今
姑
不
進
、
然
将
以
好
意
於
理
不

（
背
ヵ
）
肖
、
則
我
等
与

上
官
遂
功
、
於
今
日
垂
名
於
万
世
、
豈
不

（
日
ヵ
）

大
幸
也
、
更
須
勉
旃
、
白
以
為
忽
、
余
後
当

奉
話
一
々
、
不

宣
、

丁
酉
七
月
旬
二
主
簿
蒋
啓
仁（

拝
手
ヵ
）

拝
于
判

拝
復
副
将
金
太
夫

足
下

西
生
浦

【
訓
読
㉓
】

や

書
来
た
り
て
、
平
候
を
審
ら
か
に
す
る
を
得
る
。
喜
慰
々
々
。
我
が
病
、
猶
お
歇

こ
ん
し
ゃ

ま
ず
。
将
に
吾
を
支
え
ず
向
か
う
べ
し
。
々
々
。
今
者
①

恨
む
所
を
往
叙
せ
ん
と

た

欲
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
れ
ど
も
惟
だ
大
上
官
の
要
、
仍
前
②

高
遠
に
執
一
す
る
③

し
ば
ら

を
恐
る
が
故
に
、
今
姑
く
進
ま
ず
。
然
る
に
将
に
好
意
を
以
て
、
理
に
於
い
て

背
か
ざ
れ
ば
④

、
則
ち
、
我
ら
と
上
官
と
功
を
遂
げ
、
今
日
に
於
い
て
名
を
万
世

に
垂
れ
ん
。
豈
に
大
幸
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
更
に
須
ら
く
勉
旃
⑤

す
べ
し
。
日
に

ま
さ

以
っ
て
忽
を
為
せ
⑥

。
余
後
は
当
に
一
々
を
奉
話
す
べ
し
。
不
宣
。

丁
酉
七
月
旬
二
主
簿
蒋
啓
仁
拝
手
⑦

判

拝
復
副
将
金
太
夫

足
下

西
生
浦

【
語
釈
㉓
】

①
今
者
…
「
こ
の
ご
ろ
。
ち
か
ご
ろ
。
今
時
。
昨
今
。
頃
者
。」（『
大
漢
和
辞

典
』）

②
仍
前
…
「
前
の
と
ほ
り
。
も
と
通
り
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
高
遠
執
一
…
「
高
遠
」
は
「
高
く
且
つ
遠
い
。
又
、
遠
く
隔
た
つ
て
ゐ
る
こ

と
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）
こ
こ
で
は
、
歩
み
よ
ら
ず
に
隔
絶
し
た
条
件
に
執
着
し

続
け
る
こ
と
を
指
す
か
。

④
不
背
…
原
文
「
不
肖
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
不
背
」
に
改
め
た
。

⑤
勉
旃
…
「
こ
れ
を
勉
め
よ
、
能
く
勉
励
せ
よ
と
は
げ
ま
す
語
。」（『
大
漢
和
辞

典
』）

⑥
日
以
為
忽
…
原
文
は
「
白
以
為
忽
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
日
以
」
に
改
め
る
。

⑦
拝
手
…
原
文
「
拝
于
」。
意
味
不
通
の
た
め
、「
拝
手
」
に
改
め
る
。

【
文
書
㉔
】

得
覩

回
翰
欣
慰
交
併
、
我
欲
前
往
以
叙
所
恨
、
而

大
上
官

所
要
、
仍
前
高
遠
執
而
不
回
、
則
我
雖
更
進
、
反
亦
無
益
、

大
師
与

大
上
官
謀
諸
好
意
、
遂
使
両
国
成
和
、
則
万
世
之
幸
可
言
々
々
、

我
等
与

大
上
官
謀
事
之
情
、
北
海
不
浅
、
須
以
不
肖
之
意

回
示
数
字
、
則
我
等
当
進
為
計
、
松
雲
師
備
在
山
中
、
縦
未
及

修
回
其
意
不
外
乎
、
此
更
須

寛
察
、
余
後
猶

奉
叙
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一
々
、
不
宣
、

丁
酉
七
月
旬
二

主
簿
蒋
啓
仁
拝
呈
判

（
榻
下
）

奉
復

文
英
大
禅
師

搨
下

西
生
浦

判
格

【
訓
読
㉔
】

と
く
と

回
翰
を
得
睹
①

し
、
欣
慰
②

交
併
③

す
。
我
前
往
し
以
て
恨
む
所
を
叙
せ
ん
と
欲
す
。

（
加
藤
清
正
）

か
え

而
る
に
大
上
官
、
要
す
る
所
、
仍
前
高
遠
⑤

に
執
し
て
回
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
我
更

か
え

（
文
英
清
韓
）

に
進
む
と
雖
も
、
反
っ
て
亦
た
無
益
な
り
。
大
師
と
大
上
官
と
諸
を
謀
り
、
好

（
日
朝
）

意
を
遂
げ
、
両
国
を
し
て
和
を
成
さ
し
め
ば
、
則
ち
万
世
の
幸
と
言
う
べ

し
、
々
々
。
我
等
と
大
上
官
と
謀
事
の
情
、
海
の
如
く
浅
か
ら
ず
。
須
ら
く
不
肖

の
意
を
以
て
数
字
を
回
示
せ
ば
、
則
ち
我
等
ま
さ
に
進
み
て
計
を
為
す
べ
し
。

（
惟
政
）

松
雲
師
山
中
に
備
在
す
。
縦
え
未
だ
修
回
す
る
に
及
ば
ざ
る
と
い
え
ど
も
、
其
の

意
外
れ
ざ
ら
ん
や
。
此
れ
更
に
須
ら
く
寛
察
す
べ
し
。
余
は
後
に
猶
お
一
々
を
奉

叙
す
べ
し
。
不
宣
。

丁
酉
七
月
旬
二

主
簿
蒋
啓
仁
拝
呈
判

奉
復

文
英
大
禅
師

榻
下

西
生
浦

判
格

【
語
釈
㉔
】

①
得
睹
…
「
睹
」
は
「
見
る
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

②
欣
慰
…
「
よ
ろ
こ
ば
し
く
思
ふ
。
た
の
し
み
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
交
併
…
「
交
并
」
は
「
ま
じ
る
。
い
っ
し
ょ
に
な
る
」（『
大
漢
和
辞
典
』）。

「
愧
懼
交
併
」（『
成
宗
実
録
』
巻
一
三
二
、
十
二
年
八
月
癸
亥
条
所
引
「
宗
貞
国

書
契
」）
と
あ
り
、
両
者
は
通
用
し
た
。

⑥
榻
下
…
原
文
は
「
搨
下
」。【
語
釈
㉒
】
参
照
。
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